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第１章 基本的事項 

第１節 計画策定の趣旨 

本市では、旧島田市において平成 13 年に環境の保全及び創造に関する基本理念を示した「島田市環

境基本条例」を制定し、この条例に基づき、平成 15年３月に「第１次島田市環境基本計画」を策定しま

した。その後、市町合併や富士山静岡空港の開港、新東名高速道路の供用開始などの社会情勢、環境の

変化などを踏まえ、平成 25 年３月に第２次島田市環境基本計画を、平成 31年３月に、第２次環境基本

計画（後期基本計画）を策定しました。 

環境保全に関しては、これまでの取組には一定の進展があったものの、地球温暖化の深刻化、荒廃農

地の増加、環境保全活動の担い手の不足等の問題が見られます。これらの問題の解決のためには、美し

い自然等の地域資源を最大限に活用することが重要です。そして、地産地消、再生可能エネルギー＊導

入等を通じて、地域資源を循環させる自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補

完し支えあうという「地域循環共生圏」の考え方に即して、地域の課題に対してあらゆる政策分野から

総合的に解決を図ることが大切です。 

環境を取り巻く社会情勢は変化し続けています。2015（平成 27）年の国連サミットでＳＤＧｓ（持続

可能な開発目標）を含む「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択さ

れ、2030（令和 12）年までの 15年間で世界が達成すべきゴールが示されました。 

また、同年のＣＯＰ21（第 21回締約国会議）でのパリ協定の採択により、今世紀後半に温室効果ガス

の人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡（世界全体でのカーボンニュートラ

ル）の達成を目指すことが定められました。なお、2021（令和３）年のＣＯＰ26（第 26回締約国会議）

では、グラスゴー気候合意として、今世紀半ばのカーボンニュートラルの達成及びその経過点である

2030（令和 12）年に向けて野心的な気候変動対策に取り組んでいくことが合意されました。 

生物多様性については、2021（令和３）年から翌年にかけて、生物多様性条約第 15回締約国会議（Ｃ

ＯＰ15）が開催され、昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択されました。 

以上のような環境を取り巻く最近の社会情勢を踏まえ、本市における市民・事業者・行政の取組やこ

れらが連携・協働した取組などの各主体の進むべき方向と、ゼロカーボンシティの実現に向けた仕組み

づくりの方向を示すため、第３次島田市環境基本計画（以下、本計画）を策定します。 
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第２節 基本的事項 

１ 計画の目的と位置付け 

本計画は、島田市環境基本条例第７条に基づいて策定する計画で、市民・事業者・行政それぞれが担

うべき役割を明らかにし、相互に協働しながら取組を推進することを目的にしています。 

また、「第２次島田市総合計画」（平成 30年度～令和７年度）の基本構想に掲げられている将来像「笑

顔あふれる 安心のまち 島田」を実現するために、環境面から施策を推進する役割を担っています。 

なお、本計画では、地球温暖化対策を積極的かつ効率的に推進するため、「地球温暖化対策の推進に関

する法律」に基づく「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」、「気候変動適応法」に基づく「地域気候

変動適応計画」を含むものとして位置付けます。 

本市が進めていく各種計画や事業などについては、各主体が相互に連携を図りながら推進していきま

すが、環境の分野においては本計画の方向性を尊重していきます。 

なお、国や県の環境施策の動向にも配慮するとともに、本市が国や県、その他の自治体などとの連携

を図りながら進めていく施策や事業の方針についても示すものとします。 

 

（参考）島田市環境基本条例より環境基本計画に関する事項の抜粋 

(環境基本計画) 

第７条 市長は、循環、共生及び参加を基本とした社会の構築を目指し、すべての市民が一体となっ

て地球的規模の環境問題を地域から解決していくための施策を総合的かつ計画的に推進するため、

環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければなら

ない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 (１) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 

 (２) 環境の保全及び創造のために、すべての市民が実践しなければならない具体的な事項 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を尊重し、これを環境基

本計画に反映させなければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、島田市環境審議会の意見を聴かなければならな

い。 

５ 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

６ 前３項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

  



3 

 

■環境行政の枠組 

 

 

２ 計画期間 

本計画の期間は、令和５年度から令和 14 年度までの 10 年間とし、５年を目処に見直しを行います。

ただし、「目指すべき将来像」は 2050年の姿として設定します。 

また、同時に策定する地球温暖化対策実行計画（区域施策編）については、2030（令和 12）年度を目

標年度とします。 

 

 

  

第３次島田市環境基本計画 

島田市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

島田市気候変動適応計画 

【市の他の計画】 

・国土利用計画 

・国土強靭化地域計画 

・都市計画マスタープラン 

・立地適正化計画 など 

【環境に関する個別計画】 

・一般廃棄物処理基本計画 

・災害廃棄物処理計画 

・地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

・緑の基本計画 など 

第
２
次
島
田
市
総
合
計
画 

環境基本法 

・環境基本計画 

静岡県環境基本条例 

・静岡県環境基本計画 

地球温暖化対策推進法 

・地球温暖化対策計画 

気候変動適応法 

・気候変動の影響への適応計画 

島田市環境基本条例 

 

整合・連携 

 

整合・連携 
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３ 計画策定の背景  

（１）近年の世界・国の動向 

①ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の採択 

 2015 年９月の国連サミットにおいて「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェ

ンダ」が採択されました。持続可能な社会の実現に向けた 2030 年までを目標に、世界全体の経済・社

会・環境を調和させる取組として、17のゴール（目標）と 169のターゲットからなる「ＳＤＧｓ（持続

可能な開発目標）」が掲げられています。 

2016 年には国が「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」を策定し、「持続可能で強靱、そして

誰一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」をビジョ

ンとして掲げています。ＳＤＧｓの 17 のゴールを目指す動きは、地方公共団体や事業者などにも広が

りつつあります。 

 

■ＳＤＧｓの 17のゴール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地球温暖化対策の国際的な取り決め「パリ協定」の発効 

2015 年にパリで開かれた「国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議(ＣＯＰ21）」では、世界の 196

か国・地域が合意して、地球温暖化対策の国際的な枠組みである「パリ協定」が採択されました。パリ

協定は、2016年 11月４日に発効し、日本も同月の８日に批准しました。 

パリ協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命前と比べて２℃より十分低く保つとともに、1.5℃

に抑える努力をすることとし、今世紀後半に人為的な温室効果ガス排出量を実質ゼロ（排出量と吸収量

を均衡させること）にすることを目指しています。 

 

 

③温室効果ガス排出量 2050年実質ゼロ（カーボンニュートラル）の表明 

 国では、パリ協定やＩＰＣＣ1.5℃特別報告書を受け、もはや地球温暖化対策は経済成長の制約では

なく、積極的に地球温暖化対策を行うことで、産業構造や経済社会の変革をもたらし大きな成長につな

げるという考えの下、2050 年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「2050 年カーボンニュー

トラル」の実現を目指すこととしました。令和３年、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正

する法律により、2050年カーボンニュートラルを基本理念として法定化し、これにより、中期目標の達

成にとどまらず、脱炭素社会の実現に向け、政策の継続性・予見性を高め、脱炭素に向けた取組・投資

やイノベーションを加速させることとなりました。 
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加えて、2050年目標と整合的で野心的な目標として、2030年度に温室効果ガスを 2013年度から 46％

削減することを目指し、さらに、50％の高みに向けて挑戦を続けていくこととしています。経済と環境

の好循環を生み出し、2030 年度の野心的な目標に向けて力強く成長していくため、徹底した省エネルギ

ーや再生可能エネルギーの最大限の導入、公共部門や地域の脱炭素化など、あらゆる分野で、でき得る

限りの取組を進める方針としています。 

 

 

④多発する自然災害 

 近年の平均気温の上昇、大雨の頻度の増加により、農産物の品質の低下、災害の増加、熱中症のリス

クの増加など、気候変動及びその影響が全国各地で現れており、気候変動問題は、人類や全ての生き物

にとっての生存基盤を揺るがす「気候危機」とも言われています。近年においても台風や豪雨による災

害、猛暑に見舞われており、これらは、多くの犠牲者をもたらし、国民の生活、社会、経済に多大な被

害を与えています。令和３年８月には「線状降水帯」＊の発生による記録的な大雨で西日本から東日本

の広い範囲で被害がみられました。個々の気象現象と地球温暖化との関係を明確にすることは容易では

ありませんが、今後、地球温暖化の進行に伴い、このような猛暑や豪雨のリスクは更に高まることが予

測されています。 

 

 

⑤新型コロナウイルス感染症の拡大と新しい生活様式の展開 

 2019（令和元）年 12月に中国で最初に確認された新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）＊は、

2020（令和２）年から世界各地で流行拡大がみられ、世界保健機構（ＷＨＯ）は同年３月にパンデミッ

ク（世界的な大流行）を表明しました。国内においても、同年１月に国内初の感染者が確認され、４月

には７都道県に緊急事態宣言が発出され、人々の行動や経済活動に制限が課せられました。 

こうした新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う甚大な影響は、人々の生命や健康を脅かし、日常生

活のみならず、経済・社会全体のあり方、さらには人々の行動様式・意識など多方面に波及しつつあり、

「三密（密閉、密集、密接）」を避ける行動の徹底、在宅勤務をはじめとするテレワーク＊の推進など、

感染防止に向けて新しい生活様式の普及が進んでいます。 

今後の展開を予測することは困難な状況ですが、新しい生活様式の定着により、感染拡大防止と経済

活動との両立を図っている現状です。 

 

 

 

⑥2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 

 国では「2050年カーボンニュートラル」を宣言したことに伴い、地球温暖化への対応を、これまでの

「経済成長の制約やコストとする時代」から、「成長の機会へと捉える時代」へと切り替え、従来の発想

を転換し、積極的に対策を行うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらし、次なる大きな成長に繋

がっていくという「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策として「2050 年カーボンニュートラル

に伴うグリーン成長戦略」を令和２年 12月に策定しています。 

2050年カーボンニュートラルに向けた道筋として、電力部門では脱炭素電源の拡大、非電力部門（産

業・民生・運輸部門（燃料利用・熱利用））においては、脱炭素化された電力による電化、水素化、合成
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燃料等を通じた脱炭素化を進めることが必要としています。こうした電源や燃料の転換を行ってもなお

排出される二酸化炭素については、植林などで実質ゼロを実現していくこととしています。 

また、グリーン成長戦略では、2050 年カーボンニュートラルを実現する上で不可欠な 14 の重点分野

ごとに、年限を明確化した目標、研究開発・実証、規制改革・標準化などの制度整備、国際連携などを

盛り込んだ「実行計画」を策定し、合わせて 2050年までの工程表を提示しています。 

 

■グリーン成長の重点 14分野 

 

出典：2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略 

 

⑦グリーンリカバリー・ＥＳＧ投資の拡大 

 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大による経済の落ち込みからの経済復興にあたり、気候

危機、環境対策に重点を置き、持続可能な社会の再構築を目指す「グリーンリカバリー」の考え方が広

まっています。ＥＵでは、2020 年７月にＥＵ首脳会議で創設が合意された欧州復興基金により、調達す

る資金を 2050 年までにＥＵ域内の温室効果ガス排出をゼロにする「欧州グリーンディール」等ＥＵの

長期的政策の推進を通した復興支援に充てることで、短期的危機に対応しつつ、気候中立といった長期

的目標の達成にも寄与させようとしています。 

 グリーンリカバリーにみられるように、今日の世界の経済・金融界における潮流は、利益だけでなく、

気候変動をはじめとした環境性、社会性を重視する傾向にあり、環境（Environment）、社会（Social）、

ガバナンス（Governance）の要素を考慮する「ＥＳＧ投資」が拡大しています。環境課題や社会問題に

貢献する事業の推進がビジネスになるという考え方が広がり、「環境・経済の両立」を目指すという基本

認識が国際的に普及しつつあります。 

 

 

⑧海洋プラスチックごみ対策アクションプランの策定 

 ポイ捨てなど適切な処分がされないことにより、海に流されたペットボトルやレジ袋などが海洋汚染

や生態系に大きな影響を及ぼし、世界中で大きな問題となっています。そのため、国は、令和元年５月

に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、2030（令和 12）年までに、使い捨てのプラスチック（容器
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包装など）をこれまでの努力も含めた累積で 25％削減する目標を掲げています。 

また、同年には「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」を策定し、廃棄物処理制度によるプ

ラスチックごみの回収・適正処理の徹底、ポイ捨て・不法投棄及び非意図的な海洋流出の防止、海洋流

出しても影響の少ない素材（海洋生分解性プラスチック、紙等）の開発等の取組を掲げました。 

 

⑨食品ロスの削減の推進に関する法律の公布 

まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう「食品ロス」の問題に注目が集まっています。日本

全体では、令和元年度に約 570万トン（家庭から約 261万トン、事業者から約 309万トン）の食品ロス

が発生したと推計されています。この食品ロスを削減するため、「食品ロスの削減の推進に関する法律」

が令和元年 10 月に施行され、食べ残しの削減、フードバンク＊の活用などの取組が進められています。 

 

⑩生物多様性と環境省レッドリスト 2020 

 生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのことを言います。生物多様性の保全及び持

続可能な利用に関する国の基本的な計画として、2010（平成 22）年の生物多様性条約第 10 回締約国会

議（ＣＯＰ10）で採択された「愛知目標」＊に基づく「生物多様性国家戦略 2012-2020」（2012（平成 24）

年９月に閣議決定）が推進されていました。2021（令和３）年からは、生物多様性条約第 15回締約国会

議（ＣＯＰ15）として、第１部が 2021（令和３）年 10 月に中国・昆明市にて開催され、生物多様性を

回復への道筋に乗せることなどを強調した昆明宣言が採択されました。第２部は、2022（令和４）年 12

月にカナダ・モントリオール市で開催され、昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択されました。 

 並行して国内では、2020（令和２）年から次期戦略策定に向けた取組が進められており、2021（令和

３）年７月に「次期生物多様性国家戦略研究会」からの提言として「次期生物多様性国家戦略研究会報

告書」が取りまとめられました。この中では「保護地域外の保全（ＯＥＣＭ）や絶滅危惧種以外の種（普

通種）の保全による、国土全体の生態系の健全性の確保」「気候変動を含めた社会的課題への自然を活用

した解決策（ＮｂＳ）の適用」「生物多様性損失の間接要因となる社会経済活動への対応として、ビジネ

スやライフスタイル等の社会経済のあり方の変革」「次期生物多様性国家戦略の構造・目標・指標を大幅

に見直して、目標の達成状況の明確化と多様な主体の行動を促す。」が 2030年までに取り組むべきポイ

ントとして示されています。 

 令和２年３月に公表された環境省レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）による

と、我が国の絶滅危惧種は 3,716種となっており、平成 29年の海洋生物レッドリストにおける 56種を

加えると、総数は 3,772種となりました。 
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⑪Society5.0に向けたＡＩ、ＩｏＴ等の技術革新 

 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済

発展と社会的課題の解決を両立する、新たな未来社会は「Society5.0」といわれています。狩猟社会

（Society1.0）、農耕社会（Society2.0）、工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に続く、新

たな社会を指すもので、国の第５期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として

初めて提唱されました。 

Society5.0を実現するための方策の一つとして、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）が挙げ

られており、業務の効率化やイノベーションによる環境技術の革新、防災対策の充実などが期待されま

す。 

 

 

     ■Society5.0のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：内閣府 
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（２）島田市の動向 

①ゼロカーボンシティの表明 

 令和３年３月 30 日、本市では、脱炭素社会の実現に向けた取組を進め、2050 年までに温室効果ガス

の排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を目指すことを表明しました。 
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②第２次島田市総合計画後期基本計画の策定 

 島田市では、真に豊かな暮らしを実現していくための指針であり、描くまちの姿とその実現のため

の新たな方策を位置付ける「第２次島田市総合計画」（以下「第２次総合計画」という）を策定し、そ

の実現に向け取り組んできました。 

令和４年３月、前期基本計画（平成 30年度～令和３年度）を引き継ぐ後期基本計画（令和４年度～

令和７年度）を策定しました。第２次総合計画で掲げる「選択と集中」による質的成長を重視しつ

つ、前期基本計画の評価や課題、今後の社会状況の変化などを踏まえた魅力あるまちづくりを実現す

る施策や、市民が島田市に対する誇りや愛着をより深めることができる施策を盛り込み、基本構想に

掲げる将来像「笑顔あふれる 安心のまち 島田」の実現に向けて取り組むものとなっています。 

また、後期基本計画では、豊かで持続可能な社会をつくり、島田市を次の世代につなげるため、総

合計画の計画期間にはとどまらない長期的な視点に立った、市民・事業者・行政が一緒に考え、行動

するための指針「未来につなぐ３大戦略」を定めています。 

 

■未来につなぐ３大戦略 

１．循環型社会  今あるものを大切にして、豊かなまちであり続けます 

ペットボトルのような回収資源だけでなく、空き家や公共施設などのまちのストック、さらには当市

の誇る自然や歴史、文化に至るまですべてはこのまちの資源です。今ある資源を大切に循環させて使い

続けることで、まちの持続的な発展を図ります。 

（取組の方針） 

 ①エネルギーの地産地消・省エネを推進します。 

 ②可能な限り資源を地域内で循環させることで経済の好循環を生み出します。 

 ③再生産可能な資源である木材の積極的な活用を推進し、「育て・使い・また育てる」の林業のサイク

ルを回していきます。 

 ④空き家や公共施設などのまちのストックを有効に活用し、まちの活力につなげます。 

 ⑤歴史や文化といったこのまちの誇る地域資源を未来に残していきます。 

 

２．縮充  選択と集中で、暮らしの満足度を高めます 

人口減少が進むことにより、投資できる財（ヒト・カネ）は徐々に限られてきます。そのような中に

あっても、真に必要な施策・事業に資源を集中させ、「量」から「質」への転換を図ることで、このまち

に暮らす市民の満足度を高めます。 

（取組の方針） 

 ①当市の特徴を磨き上げ、個性あるオンリーワンのまちを目指します。 

 ②まちづくりは市民の手の中にあるという意識を醸成し、市民とともに暮らしの満足度を高めます。 

 ③拠点に集まり効率的に豊かに暮らす「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づいたま

ちづくりを進めます。 

 ④行政経営の効率化を進めるために、市民・事業者との対話を踏まえ、事業のスクラップ＆ビルドを

行います。 
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３．ＤＸ  デジタルの力で、暮らしを便利に変えていきます 

国が描く Society5.0 で実現する社会の姿を見据え、「島田市デジタル変革宣言」で掲げた「市民サー

ビス」、「地域・産業」、「行政経営」の各分野において、デジタルシフトを進めることで、「誰もがデジタ

ル技術を活用し、安心して快適に暮らせる新しい社会」をつくります。 

 

（取組の方針） 

 ①行政サービス、教育分野、医療分野などにおいてデジタル技術を活用し、市民生活の利便性を向上

します。 

 ②誰もがデジタルの恩恵を受けられるように、世代や地域による格差の解消を図ります。 

 ③商工業や農業、観光などあらゆる分野の産業ＤＸを支援します。 

 ④業務のデジタル化の推進や多種多様なデータを活用した市民サービスの提供など行政経営をスマ

ートにします。 
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第２章 本市を取り巻く環境の現状と課題 

第１節 市の概況  

１ 位置 

 本市は静岡県中部に位置し、大井川の両岸に広が

る面積約 315.7㎢の市域を有しています。 

本市の中央部を新東名高速道路が東西に通過する

ほか、その南側には国道１号、東海道本線・東海道新

幹線及び東名高速道路が通るなど、交通の要衝とな

っています。本市の南端には富士山静岡空港があり、

全国各地や世界をつなぐ空路の玄関口でもあります。 

 

 

 

 

 
 

２ 人口 

 総人口は平成７年の 103,490 人を

ピークに減少に転じています。日本の

総人口のピークの平成 20 年や静岡県

人口のピークの平成 19 年と比較して、

10 年ほど早く人口減少に転じていま

す。 

 

 
   

 

３ 産業 

本市の産業別就業者数については、

全体の就業者数が減少傾向にあり、特

に第１次産業は 20 年間で約５割減少

しています。 

産業別には、食料品、パルプ・紙・紙

加工品、はん用・生産用・業務用機械な

どの製造業が生産額の大きい産業であ

り、地域で強みのある産業となってい

ます。 

 

 

 

794 164 978 587 502

27,650 29,019 28,252 28,705 28,418

23,347 21,457 19,151 18,589 18,205

5,381 4,875
3,841 3,338 2,758

57,172
55,515

52,222 51,219 49,883

0

10,000
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（人）
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第３次産業

分類不能

■島田市の位置 

■産業別就業者の推移 

資料：総務省「国勢調査」（各年 10 月１日現在） 
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■産業別生産額の構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：2019 年工業統計調査 

 

 

 

４ 土地利用 

 本市の用途地域内及びその周辺における土地利用については、昭和 51年から平成 26年までの約 40

年間に、田から建物用地に変化しています。 

 

■土地利用の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報（国土交通省） 
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第２節 地球環境 

１ 温室効果ガス 

市内から排出された 2019（令和元）年度における温室効果ガス排出量は、二酸化炭素換算で 853.7

千 tとなっており、2013（平成 25）年度を基準年度として比較すると、15.8％減少しています。 

温室効果ガス排出量の推移をみると、おおむね減少傾向にあります。 

市内の事業者における脱炭素へ向けた取組としては、ＬＥＤ等省エネ製品の利用、冷暖房の適正な

温度設定、太陽光パネルの設置、ボイラーの高効率タイプへの更新、夏季のグリーンカーテンの設置、

電気使用量の見える化、環境マネジメントシステムの運用等がみられます。 

 

■温室効果ガス排出量の推移（二酸化炭素換算） 

単位：千ｔ－ＣＯ２／年 

 
基準年度 

2013（平成 25）

年度 

前年度実績 

2018（平成 30）

年度 

最新実績 2019（令和元）年度 

実績値 
増減率 

対基準年度比 対前年度比 

エネルギー起源 CO2 1,001.9 887.7 833.7 -16.8% -6.1% 

  産業部門 535.9 473.1 442.5 -17.4% -6.5% 

  家庭部門 146.7 114.1 101.9 -30.6% -10.7% 

  業務その他部門 112.1 103.3 95.1 -15.2% -7.9% 

  運輸部門 207.2 197.2 194.3 -6.2% -1.5% 

非エネルギー起源 CO2 

（廃棄物処理部門） 
5.9 14.5 12.6 ＋114.1% -12.9% 

農業部門 2.6 2.5 2.5 -5.5% -0.9% 

代替フロン類 3.4 5.1 5.0 ＋45.9% -3.2% 

排出量合計 1,013.8 909.8 853.7 -15.8% -6.2% 

※端数処理の関係上、温室効果ガス排出量の和や比が合計値と合わない場合がある。 

 

■温室効果ガス排出量の推移 
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２ 交通 

①交通手段 

 平成 30 年に実施した市民意識調査によると、日用品、日用品以外、通院での交通手段はいずれも

「自家用車（自分で運転）」が最も高く、日用品では 77.8％、日用品以外では 78.1％、通院では 77.2％

と、いずれも８割近くとなっています。バス、鉄道は１％前後となっています。 

また、自動車の保有台数については減少傾向にある一方で、電気自動車等（電気自動車・ハイブリ

ッド車＊・プラグインハイブリッド車＊の合計）はおおむね増加傾向にあります。 

 

■交通手段（都市計画マスタープラン 市民等意識調査結果） 

単位：％ 

目的 徒歩 自転車 バイク 

自家用

車（自分

が運転） 

自家用

車（他人

が運転） 

バス 鉄道 タクシー その他 

日用品 5.8 7.2 1.4 77.8 7.0 0.2 0.2 0.2 0.2 

日用品以外 1.2 2.5 0.5 78.1 14.5 0.3 1.1 0.2 1.6 

通院 6.0 5.9 1.5 77.2 6.5 1.1 0.5 0.8 0.5 

 

出典：島田市都市計画マスタープラン 

 

 

■自動車保有台数と電気自動車等台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：静岡県自動車保有台数調査 
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②公共交通 

本市の公共交通機関は、市域を東西に横断するＪＲ東海道本線、大井川に沿って川根本町まで伸び

る大井川鐵道大井川本線の２路線によって骨格が形成されており、これを補完するバス路線が市内各

地区を連絡しています。 

なお、令和２年、令和３年の利用者は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、感染拡大前

よりも減少しています。 

東海道本線３駅（島田駅・六合駅・金谷駅）の乗降客数については、ここ数年では、横ばいの傾向

の後、令和元年から令和２年にかけて減少となっています。 

大井川鐵道大井川本線については、拠点駅である新金谷駅、家山駅の利用者数は減少傾向にありま

す。 

バス利用者数については、増減しながら推移していますが、全体としては減少傾向にあります。 

 

■公共交通利用者数の推移（上段：ＪＲ 中段：大井川鐵道 下段：バス） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：島田市の統計（令和３年度版） 
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３ 再生可能エネルギー 

 本市では、太陽光発電が 55,313kW、水力発電が 65,258kW、バイオマス発電が 41,330kW、合計

161,946kW の再生可能エネルギーが導入されています。再生可能エネルギーによる年間の発電電力量

は 672,580MWh、大規模水力発電を除くと 386,736MWh と推計されます。これを再生可能エネルギーの

自家消費分を含めた市内の使用電力量の推計値（996,230MWh）で除して「電力の自給率」とすると、

前者は 67.5％、後者は 38.8％となります。 

 

■再生可能エネルギーの導入実績 

 2013（平成 25）年度 2021（令和３）年度 

発電出力 年間発電電力量 発電出力 年間発電電力量 

太陽光発電（10kW未満） 10,126kW 12,151MWh 20,310kW 24,372MWh 

太陽光発電（10kW以上） 7,585kW 10,028MWh 35,003kW 46,274MWh 

水力

発電 

30,000kW未満 7,203kW 56,300MWh   7,258kW 56,570MWh 

30,000kW以上（大規模） 58,000kW 299,383MWh 58,000kW 285,844MWh 

バイオマス発電 18,290kW 122,520MWh 41,330kW 259,520MWh 

合計 
大規模水力発電除く 43,250kW 200,999MWh 103,946kW 386,736MWh 

大規模水力発電を含む 101,250kW 500,382MWh 161,946kW 672,580MWh 

資料：再生可能エネルギー電子申請 事業計画認定情報公表用ウェブサイト（資源エネルギー庁）、図表でみるしずお

かエネルギーデータ（静岡県）、当市資料より作成 

※年間発電電力量は推計値。大規模水力発電のみ実績を使用。ただし、2012（令和３年度）は平成 29 年度実績。 

 

４ 気候変動 

 静岡県内において、猛暑日の年間日数が増加傾向にあります。本市付近では、平均気温の上昇や、

真夏日の年間日数が増加する傾向もみられます。 

 令和元年度に静岡県が開催した市民ワークショップや、農林水産業の従事者等を対象とした訪問ヒ

アリングなどを通じて、静岡県で起こっている気候変動の影響について情報収集を行ったところ、台

風が強力なまま上陸する、熱中症になる人が増えた等の意見があがっています。島田市の各地点では

桜の開花、満開、終わりのそれぞれの日が早まっており、気温の上昇によって桜の開花時期が早まっ

ている可能性があります。 

 

■静岡県の日最高気温 35℃以上（猛暑日）の年間日数（1940年～2020年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：気象庁  
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■気温の経年変化（菊川牧之原） 

・年平均気温 ・真夏日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・冬日 ・年間降水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：気象庁 

■静岡県民が普段「感じる」「聞いている」「知っている」温暖化の影響（県全域に関する意見から一

部抜粋） 

 発生年代 分野 内容 

１ 1990 年代くらいか

ら 

経済活動・ 

県民生活 

衣替えの時期は、40年以上前は６月１日、10月１日が妥

当であり、違和感はなかった。今は１ヶ月ずれている。 

２ 数年前から（2010

年以降から） 

健康 ３月、４月でも夏の日差しのように頭や体に日があたる

と痛い。 

３ 数年前から（2010

年以降から） 

自然災害 台風シーズンに多くの強力な台風が発生することが多く

なり、災害リスクが高まっている。特に本州は、従来は台

風が弱まってから上陸していたが、最近は強力なまま上

陸する。 

４ 数年前から（2010

年以降から） 

健康 ５月頃から真夏日になり入梅明けで体がなれない時に毎

日 25℃以上の日が続き、熱中症になる人が増えてきた。 

５ 数年前から（2010

年以降から） 

農業・林業・ 

水産業 

２月中旬から３月上旬位暖かい天気が 10 日ほど続くと

茶樹の新芽が動き出して萌芽プロセスが始まるので、３

月下旬～４月の低温で霜害多発する。 

６ 2000年以降から 自然災害 子どもの頃は、竜巻はアメリカの出来事かと思っていた

が、日本でも毎年おきている。 

資料：令和元年環境省委託事業「国民参加による気候変動情報収集・分析事業」（静岡県） 
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■島田市内の桜の開花時期の早まり  
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第３節 資源循環 

１ ごみ 

ごみの排出量の推移をみると、可燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみのいずれも、大きな増減がみられな

い状況です。 

 資源化量は減少傾向にあります。令和３年度における資源化量は 5,218ｔ、リサイクル率は 17.0％

であり、項目ごとでは溶融スラグが最も多く、次いで金属類、ガラス類が多くなっています。 

 
 

■ごみ排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■回収処理量の推移 

項目 単位 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 

 

市回収 

  

  

 

 

 

 

 

    

金属類 t/年 885 952  1,151  1,215  1,078  

紙類 t/年 644  565  493  437  387  

牛乳パック t/年 22  20  21  21  19  

ガラス類 t/年 912  984  966  969  884  

ペットボトル t/年 191 183 185 183 188 

白色トレイ t/年 12 12 12 13 12 

容器包装プラスチック t/年 2 3 2 2 2 

肥料 t/年 31 20 21 9 10 

溶融スラグ t/年 1,729  1,736  1,715  1,639  1,556  

廃食用油（ＢＤＦ） t/年 6  7  7  6  6  

乾電池 t/年 30  35  32  31  35  

蛍光灯類 t/年 11  13  10  12  9  

古布類 t/年 42 48  60  63  68  

小計 t/年 4,517 4,578 4,675 4,600 4,254 

集団回収 

 

    

紙類 t/年 1,561 1,468 1,328 1,010 916 

牛乳パック t/年 2 2 2 1 1 

金属類 t/年 51 51 50 49 47 

小計 t/年 1,614  1,521  1,380  1,060  964  

資源化量計     t/年 6,131  6,099  6,055  5,660  5,218  

ごみ処理量       

（市回収・処理＋集団回収） 
g/人・日 32,374  32,581  32,984  32,047  30,770  

リサイクル率 % 18.9% 18.7% 18.4% 17.7% 17.0% 

※市回収量のみのため民間回収量は含みません。  
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コラム：キエーロ 

キエーロとは、黒土に含まれる微生物により、生ごみを消滅させる生ごみ処理容器です。 

本市では、平成 26年から平成 28年にかけてモニター（62名）による実証実験を行いました。そ

の結果、キエーロ１台につき１か月当たり燃えるごみを約９㎏減量することができました。平成 28

年度からは生ごみ処理容器等購入費補助金の交付対象とし、平成 29年８月から無料貸出制度を実施

しています。貸出期間は、４月から９月に申し込む場合が３カ月、10月から３月の申し込みが６カ

月となっており、購入前に効果を実感できると好評です。 

無料貸出制度の開始以降 30名以上の方が利用していますが、効果を実感できることから、貸出期

間終了後も継続してキエーロを使用している方が多い傾向にあります。平成 28年度の導入からこれ

まで 100台以上のキエーロが購入され、推測によると毎年約８トンの生ごみがキエーロにより処理

されています。 

今後も無料貸出等の様々な方法でキエーロの普及・啓発を実施し、ごみ減量に努めていきます。 

 

＜メリット＞ 

・作業は掘る・混ぜる・被せるの３つです 

①容器の中の黒土を 20センチメートル～30センチメート

ル程度シャベルで穴を掘る。 

②掘った穴に生ごみを入れ、黒土とよく混ぜます。 

③乾いた黒土をしっかりと（生ごみがはみ出さないよう

に）生ごみに被せます。 

・キエーロに生ごみを入れる時に水切りは不要です。 

・生ごみに乾いた黒土をしっかり被せると臭いがせず、虫も

湧きません。 

・電気を使わないため、ランニングコストがかかりません。 

・生ごみを入れても黒土の量は変わりません。 

 

  

■生ごみ処理容器「キエーロ」 



22 

 

67 136 465
1,075

2,214

9,618

51 9 10 215 395

5,252

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1・2齢級 3・4齢級 5・6齢級 7・8齢級 9・10齢級 11齢級以上

（ha） 人工林 天然林

 

第４節 自然環境 

１ 河川 

 市内には、一級河川の大井川や菊川、その支流をはじめとした多くの河川があり、大きく４つの水

系に分けられます。各水系は最終的に、菊川水系が遠州灘に流れ込み、それ以外は全て駿河湾に流れ

込んでいます。 

 

■市内の主要河川 

水系名 水系を構成する主要河川 

大井川水系 大井川、伊久美川、相賀谷川、大津谷川、伊太谷川、大代川、笹間川、家山川、身成川 

栃山川水系 栃山川、東光寺谷川 

菊川水系 菊川 

湯日川水系 湯日川 

 
 

２ 公園・緑地 

 本市が都市計画決定している公園・緑地の面積は、362.01haあり、うち整備済の面積は約 73ha（整

備率：約 20％）になっています。 

 

３ 森林 

 本市の市域に占める森林の割合は約 66％であり、市北部を中心に豊富な森林資源が残されていま

す。民有林の齢級別面積をみると、人工林、天然林共に資源として成熟している 11 齢級（51 年生）

以上の面積が多くを占めています。 

森林は、生物多様性の保全や二酸化炭素の吸収、水源涵養、土砂災害の防止など、多面的な機能を

有しています。本市では、島田市森林整備計画に基づき、事業体から提出される森林経営計画の内容

の確認、助言・指導を行っているほか、山林を適正に管理するため、間伐や下草刈り、放置竹林の伐

採などの森林の維持管理活動への支援を行っています。 

また、保水力があり多様な生物を育む樹種への転換を進めるため、荒廃森林・竹林の針広混交林化

及び多様性のある広葉樹林化への誘導を支援しています。 

 

■民有林の齢級別面積（令和２年３月 31 日現在）   

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：島田市森林整備計画  
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４ 農地 

 本市の農業は、島田市農業振興地域整備計画に基づき、農地を保全し、計画的な農業の振興を図っ

ていますが、荒廃農地の面積は近年増加傾向にあるほか、イノシシなどの鳥獣による被害がみられま

す。 

 

 

■荒廃農地の推移 ■野生鳥獣被害金額（平成 29年） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：農林業センサス 資料：島田市鳥獣被害防止計画 

 
 

 

５ 生物 

本市には広大な森林や大きな河川があり、里山環境を維持するための茶畑や水田も数多く残って

いることから、さまざまな動植物が生息しています。 

現存植生の状況をみると、本市では農地、植林そして二次林が市域の多くを占めています。二次

林は、かつて薪炭林として人々が世代を超えて伐採や下草刈りなどの手を入れ利用・管理されてき

た林のことで、いわゆる「里山」と呼ばれています。本市の場合は照葉二次林（照葉樹の優先する

二次林）と夏緑二次林（夏緑樹の優先する二次林）に大別されます。 

南部の牧之原台地には茶畑が広がり、中部から北部の山地にはスギ・ヒノキの植林が広がってい

ることがわかります。その間隙を縫うように、照葉二次林（照葉樹の優先する二次林）や夏緑二次

林（夏緑樹の優先する二次林）が多く点在しています。二次林（里山）は適切な管理のもとでは高

い生物多様性が維持されますが、近年は過疎化や開発の影響で消失や放置が見られ、竹林の侵入な

どによって生物多様性が低下する可能性が考えられています。 

照葉樹林は冬でも落葉しないなどの特徴をもつコナラやシイ、カシなどを主な構成種とし多くは

標高の低い場所に発達し、一方の夏緑樹林はクリやブナ、カエデなどを主な構成種としており、紅

葉や落葉によって四季の変化が分かりやすいのが特徴で、照葉樹林よりも標高のやや高い場所に発

達します。現存植生図のとおり、本市の場合でも、平野部や大井川の近くには照葉二次林が多く、

夏緑二次林は市の北部に多く発達しています。 

また、人の手のあまり入っていない自然植生の分布は限られており、北部に照葉樹林が点在して

いるほか、地質上の特性から人の手を入れにくかった蛇紋岩地植生が一部に残っているにすぎない

ことがうかがえます。 
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■現存植生図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：1/25,000 植生図「静岡県」ＧＩＳデータ（環境省生物多様性センター）を使用し浅見委員作成・加工 

(http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-025.html?kind=vg) 
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天然記念物は、文化財として動物（生息地、繁殖地及び飛来地を含む）や植物（自生地を含む）

及び地質鉱物などのうち、我が国にとって学術上価値の高いものが指定されます。市内にある天然

記念物に指定された動植物は「智満寺の十本スギ（国指定）」や「安田の大シイ（市指定）」をはじ

めとする大樹や、最終氷期の遺存植物である「牧之原公園斜面のカタクリ（市指定）」などがあり、

いずれも島田市の歴史や文化を伝え、地域の自然観の形成に寄与してきた重要な生物です。 

しかし、近年では外来生物に関する問題もあります。本市内でも、古くからブルーギルやオオキ

ンケイギクなど特定外来生物＊の存在は確認されており、近年ではアライグマ、アカボシゴマダラ

なども確認されています。 

 

■本市にある天然記念物 

指定 名称 指定 名称 

国 智満寺の十本スギ 市 種月院のナギ 

県 慶寿寺のシダレザクラ(枝重櫻) 市 井口大井八幡神社のたり松 

県 上相賀の大カヤ 市 アベマキ 

県 杉沢の大カヤ 市 牧之原公園斜面のカタクリ 

県 香橘寺の大ナンテン 市 熊野神社の大クスノキ 

県 二軒家の大カヤ 市 寿永のサクラ 

県 安田の大シイ 市 二俣の大スギ 

県 横臥褶曲 市 塩本牛代のエドヒガン（みずめ桜） 

県 大井川「鵜山の七曲り」と朝日段   

 

 

■安田の大シイ ■牧之原公園斜面のカタクリ 

 

 

 

 

 

 

 

資料：島田観光協会 資料：島田市博物館 
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第５節 生活環境 

１ 水資源 

①河川・池 

 大井川及び市内を流れる中小河川は、工場・事業所からの排水や生活排水など、人為的な影響を強

く受けています。市では県と連携し、水質汚濁防止法の規制の対象となっている工場・事業所を中心

に立入調査を行うなど、排水浄化の徹底に努めています。 

また、本市には基準値が定められた止水環境はありませんが、市内の代表的な止水環境である野守

の池の水質調査を年４回行っています。 

 

②地下水 

 本市の生活・農業・工業用水は、表流水及び地下水を水源としています。大井川流域では、地下 40

から 65ｍの大井川扇状地が帯水層となっており、豊富な地下水の恵みをもたらしています。 

 地下水利用の適正化のために、本市を含む大井川流域の４市１町で構成される「大井川地域地下水

利用対策協議会」での地下水位・塩水化の監視、地下水採取者への採取量報告の依頼を行っています。 

また、地下水を涵養するため、雨水浸透ますの設置を推進しています。 

 

③水道 

 本市の生活用水は、島田市水道事業が表流水、地下水、大井川広域水道企業団（水源は表流水）か

らの受水、金谷地区を中心に給水する大井上水道企業団は地下水を水源としています。 

令和３年３月 31 日現在の給水人口は合わせて 94,791 人で、普及率（給水人口／給水区域内人口）

は 97％です。 

 

④下水道 

 本市の公共下水道は昭和 61年に計画され、全体計画は 1,087haとなっています。平成７年４月１

日に供用が開始され、令和３年度の水洗化率は、79.5％となっています。 

生活排水については、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替えを推進するとともに、洗

剤の適正使用、生活雑排水による水質汚濁を減らすよう、家庭内での浄化対策に積極的に取り組ん

でいます。 

 

浄化槽の普及状況                                   （単位:人） 

年  度 コミュニティプラント＊ 合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 

令和元年度 1,495 53,904 26,775 

令和２年度 1,453 54,563 25,773 

令和３年度 1,428 54,559 25,472 

※ 浄化槽業者からの取扱い世帯数を基に、世帯平均人口により算出  
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公共下水道 コミュニティプラント 地域汚水処理施設

合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 非水洗化計画収集

生活雑排水処理率

■し尿処理人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：島田市一般廃棄物処理基本計画 

２ 大気 

本市では、大気環境の常時監視を続けているほか、工場との環境保全協定＊の締結により大気環境

の一層の改善に努めています。 

 窒素酸化物＊、硫黄酸化物＊、浮遊粒子状物質＊、微粒子状物質（ＰＭ2.5）＊、非メタン炭化水素＊は

環境基準を達成しています。光化学オキシダントについては、注意報等の発令はありません。 

 

３ 悪臭 

悪臭を構成する要素は空気中の化学物質であり、大別すると単一悪臭物質（化学薬品やし尿処理

場などでの過剰な悪臭）と複合臭気（様々な物質の混合臭）の２種類があります。 

 

４ 騒音・振動 

工場騒音・工場振動に対しては、一定規模以上の設備を備えた工場について定期的な監視を行って

います。 

交通騒音については、環境基準達成率が 90％を超えています。航空機騒音は、市内の各測定点でい

ずれも環境基準を達成しています。 

 

５ 有害化学物質（地下水・土壌） 

有害化学物質であるダイオキシン類＊は、法律で届出によって管理しています。県や市によってダ

イオキシン類の調査が行われており、地下水の調査は毎年市が、土壌の調査は県が実施していま

す。近年の調査結果は、いずれも環境基準値以下となっています。 

 

６ 公害対策 

市民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的とした公害関連法令を補完して、市内の主要

工場と環境保全協定を締結しています。協定書は、環境保全対策・環境保全計画の見直し、施設の設

置等に関する協議、事故時の措置・報告及び検査、被害補償、工場緑化などの環境の保全及び創造に

関する事項について定めています。令和４年３月末時点で 16工場と協定を締結しています。  
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第６節 環境教育・協働 

 本市では多様な環境教育を実施しています。一般廃棄物焼却施設である田代環境プラザでは、見学

を受け付けており、近年では毎年見学者が 1,000人以上となっています。 

また、地球温暖化対策に取り組む新たな担い手を育成するため、アース・キッズ事業＊を実施して

います。近年では参加校は 10校、500人前後の参加がみられます。 

 市内の環境美化活動としては、市内一斉環境美化活動、リバーフレンドシップ＊、ボランティア・サ

ポート・プログラム、アダプト・ロード・プログラムがあり、令和２年度は 54 団体が参加していま

す。 

 市内の環境に関わる各団体は、大井川の美化活動、田植え・稲刈り体験、講演会などの取組が展開

されています。課題としては、新しいメンバーの加入が少ない、メンバーの高齢化、活動がマンネリ

化しているといった意見があがっています。 

 

■田代環境プラザ見学者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：島田市環境報告書 

■アース・キッズ事業 参加校数・参加児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第２次島田市総合計画、Ｈ29 年度以降は環境報告書 
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第７節 市民の環境への意識 

１ 市民会議からの意見 

 本計画の策定にあたり、ワークショップ形式による市民会議を開催しました。 

 

■第１回 島田市についてどう思う？ 

 島田市の優れているところ、残念（改善が必要）と思うところ、私が心掛けている環境にやさしい

対策について意見を出し合いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第２回 “ミライ”の島田市の姿 

島田市の”いいところ”、”もっと良くしたいところ”から島田市の”ミライ”の姿（将来像）を描

きました。 

 

 

 

 

 

  

島田市についてどう思う？

■島田市の優れていると思うところ
○自然環境（山・川） ○大井川の恵み
○交通の利便性 ○人が優しい・穏やか
〇お茶・SL・ごみの分別 等々

■島田市の残念（改善が必要）と思うところ
○にぎわい（駅前・商店街・商業施設など）が少ない
○豊かな自然環境が活かせていない
○山間部への対応（人口減・交通） 等々

■私が心掛けている環境にやさしい対策
○車のアクセルをあまり強く踏まない ○キエーロを使っている
○包装資材は少なく、エコバッグ ○地産地消を心掛けている
○プラスチックを買わない ○フードロスを無くす
○物を買う時には選んで買う（原料、どこ産か） 等々

主な意見 

島田市の”いいところ”
島田市の”もっと良くしたい

ところ”
島田市の”ミライ”の姿

（将来像）

自然の豊かさ 自然の保護、保全 ・エネルギーも地産地消に

生活の質の豊かさ
資源が循環できるような保
全を進める

人の良さ（コミュニケー
ション）

ゴミに対する意識 ➔
・食べ物も自分たちで育てて作り、
それを食べて健康に心も充実してく
らせる街に

人が温かい、優しい、のん
びりしている

新しいエコなシステムを勇
気をもって取り入れてほし
い！

・各家庭がキエーロ等のコンポスト
を所持

有機栽培のお茶をアピール
してほしい。

・野菜の栽培を全て有機野菜にし、
土を浄化し水も浄化。ＣＯ₂も削減
する。

自然、山、木、水、川 ゴミの出ない街 ・車を使用しない地区

魚、海、茶 自然の遊び場
・個性的な色々なキャンプ場の多い
島田市

ゴミ出しが楽 ・自然体験ゾーン

・アスレチック

➔

➔

➔

主な意見 
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■第３回 分野ごとの将来のイメージ 

第２回の意見を基に、次期環境基本計画の４つの分野を仮に設定し、分野ごとの将来のイメージを

描きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主な意見（仮に設定した分野ごとに整理） 

あがってきたご意見

１ 持続可能なまち
○島田市には山も川もあるっていう点を生かして、再生可能
エネルギーを

○水素使用エネルギーを使ってＣＯ2を排出しないまち

○空き家を活用した自然の中のワ―ケーション 等々

２ 循環型のまち
○資源の循環ツアー →資源循環、環境負荷減を体感

○問題と問題をつなげたら解決するかも →空き家、空き地、
田、畑の利活用

○無駄がない →地元農家が作った野菜をスーパーで売る、
学校のバザーでいらないものを欲しい人のもとへ 等々

あがってきたご意見

３ 自然豊かなまち
○自然と景観の両立化 →街の風景に緑を取り入れた地域、
生態系を変えないようにすること

○今のままの島田で →川・山・畑・茶畑等の自然を維持、あ
ふれている雑草をきれいに取る

○自然を生かしたキャンプ、河川敷の活用 等々

４ 暮らしやすいまち
○町が明るい、ごみが少ない、赤ちゃんからお年寄りまで、すべ
ての方が暮らしやすいまち

○若者が島田に →サテライトオフィスを仕事に、若者が島田
ですごせる環境、若者と高齢者との共存

○公共交通機関の充実 等々
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■第４回 将来像に向けた取組・キービジュアルの検討 

第３回までの意見を踏まえて作成した計画の骨子案を基に、将来像の実現に向けた「みんなでできる

取組」「具体的な取組」とキービジュアルへの提案を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第５回 計画を推進していくうえでの「わたしたち市民の役割」 

家庭でできる脱炭素の取組とその効果についての講義の後、第４回で提示したキービジュアルの修正

版の確認と、市民の役割として、環境政策を着実に進めるための方策について話し合いました。 

  

将来像実現に向けたみん

なでできる取組提案

将来像実現に向けた具体

的な取組提案

キービジュアルへの提案

内容

・教育（キエーロの使

用、学校での農業体験、

畑づくり）

・循環型社会（市民農園

の整備、空き家（畑）の

貸出

・市民農園や山間地の畑

付空家でキエーロを活用

する様子

・家庭でのごみを徹底的

に減らす。特に、生ご

み・プラ容器を減らす。

・キエーロを導入しよ

う！

・紙が主体の容器を使用

する。

・全体的に緑（木など）

を増やしたい。

・現状（今後改善してい

かなければならない問

題）を理解している人

が、理解していない人に

伝える

・子どもの家に市内で誇

る自然について知っても

らうために、小・中・高

全部で授業の中で扱った

り、実際に足を運んで体

験してもらうような取り

組みをする

・地球が絶滅危惧種であ

ることを知ってもらお

う。地球を救えるのは、

現代の私たち一人ひとり

である。若者はSNSをよ

く利用し、影響を受ける

ので、インフルエンサー

に発信してもらう。

主な意見 

主な意見 

計画を推進していくうえでの

「わたしたち市民の役割」

・地産地消を心がける

・目で見えるＣＯ2削減効果を島田市民全員で分かち合える仕組みをつくる

・イベント、祭りへの市民参加時にゼロカーボンへの取組をアピールする

・エコポイント制導入　⇒Ｍｙはし、袋不要、廃品回収参加など　⇒ポイント

で買い物

・ごみの減量、フードロスの削減、農業の有機化によりＣＯ2を減らすことは、

自分達が暮らす大切な故郷の大地や大気を守ることだという意識を、もっとた

くさんの人々に持ってほしい。

・環境に関する学びの場をたくさんつくる

・情報収集先（学校、地域、友人）を持つ

・楽しんで、エコイベントに参加する！！（楽しむがポイント！）

・小・中学校にキエーロ設置　➡生ごみ回収

・若い世代の発信力を生かす（SNS）

・自分達学生が真剣に考え、訴える必要があると思いました。学校の授業等で

社会、環境問題について知る機会が多い我々子ども達が、親である大人に、そ

れについて話をし、働きかけることで、親の意識を変え、それが社会全体を動

かしていく一歩になればいいと思いました。
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２ 総合計画市民意識調査結果 

（１）環境配慮行動 

 令和４年度の総合計画市民意識調査によると、環境問題や環境を守ることについて家族や友人と話

し合う内容は「エネルギー（省エネ・再エネ）」の 39.4％、「資源循環(生ごみたい肥化・リサイクル

など)」の 38.4％が多い一方、話し合っていない人も 30.1％となっています。 

また、環境に配慮された商品やサービスについては「優先して買いたい」が 65.4％、次いで「関心

がない」が 23.5％となっています。 

環境のためにごみを減らす努力について、「している」人が多く 54.2％、次いで「どちらとも言え

ない」が 35.4％となっています。 

脱炭素型のライフスタイルの実践についてたずねてみると、食品ロスの削減や野菜を増やした食生

活などの食事については 87.2％、公共交通機関の利用、エコドライブの実施、エコカーの活用、テレ

ワークの推進などの移動については 58.1％、断熱リフォームの実施、再エネ電気への切替、ＺＥＨ（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ハウス）への住替えなど住居については 21.6％が実践していると回答して

います（「いつもしている」、「たいていしている」、「たまにしている」の合計）。 

 ごみを減らす、食事、移動といった日常の生活行動における環境配慮は回答者の５割以上が取り組

んでいる反面、環境問題や環境を守ることについて話し合う機会がないという人や、住居における脱

炭素スタイルの取組をしていない人が一定程度みられたりすることから、引き続き環境配慮行動に関

する啓発が重要です。 

 

 

■環境問題や環境を守ることについて家族や友人と話し合う内容（当てはまるもの全てに○） 

（N＝1,258 以下の問も同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度総合計画市民意識調査報告書 

  

26.3%

39.4%

38.4%

30.3%

5.4%

3.0%

30.1%

3.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

地球温暖化(脱炭素・カーボンニュートラル)

エネルギー(省エネ・再エネ)

資源循環(生ごみたい肥化・リサイクルなど)

自然環境(山や川など)

生物多様性

環境イベント・セミナー

話し合っていない

無回答
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■環境に配慮された商品・サービスの ■環境のためにごみを減らす努力の有無 

購入意向（１つに○） （１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■食事における脱炭素型ライフスタイル ■移動における脱炭素型ライフスタイル（公共交通 

（食品ロスの削減や、野菜を増やした食生活  機関の利用、エコドライブの実施、エコカーの活 

など）の取組の状況（１つに○） 用、テレワークの推進など）の取組の状況（１つに○） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■住居における脱炭素型ライフスタイル（断熱リ

フォームの実施、再エネ電気への切替、ＺＥＨ

（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）への住

替えなど）の取組の状況（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

  

いつもしている

16.5%

たいていしている

39.1%

たまにしている

31.6%

していない

9.8%

無回答

3.0%

している

21.6%

していない

46.5%

わからない

27.7%

無回答

4.1%

優先して買いたい

65.4%

買いたくない

4.0%

関心がない

23.5%

無回答

7.1%

している

54.2%

していない

7.2%

どちらとも言えない

35.4%

無回答

3.3%

いつもしている

8.3%

たいていしている

18.2%

たまにしている

31.6%

していない

37.6%

無回答

4.4%

資料：令和４年度総合計画市民意識調査報告書 
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2.7%

2.1%

26.1%

4.9%

11.1%

15.0%

12.9%

48.4%

25.5%

34.1%

20.0%

17.4%

10.7%

14.2%

13.2%

7.6%

5.4%

3.6%

5.2%

5.1%

50.1%

56.0%

8.9%

46.4%

32.6%

4.7%

6.2%

2.3%

3.7%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

再生可能エネルギー活用など

による地球環境の保全

地域循環共生圏の形成

ごみ・リサイクル対策

森林など自然環境の保全

水資源・水環境の保全

満足 やや満足 やや不満

不満 わからない 無回答

（２）環境・自然に関する施策の満足度・重要度 

環境・自然に関する施策の満足度について、『満足割合』（「満足」、「やや満足」の合計）は「ごみ・

リサイクル対策」が最も高く 74.5％となっています。一方、『不満割合』（「不満」、「やや不満」の合

計）は「再生可能エネルギー活用などによる地球環境の保全」が最も高く 27.6％となっています。 

重要度について、『重要割合』（「重要」、「やや重要」の合計）は「ごみ・リサイクル対策」が最も高

く 88.5％で、次いで「水資源・水環境の保全」が 84.5％となっており、すべての項目で８割を上回っ

ています。 

環境・自然に関する施策は、水、ごみ・リサイクルを中心に重要ととらえられており、今後は水環

境の保全や、再生可能エネルギーの啓発と活用に向けた取組が求められています。 

 

■環境・自然に関する施策の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■環境・自然に関する施策の重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和４年度総合計画 

市民意識調査報告書 

（N=1,258）  

43.7%

34.7%

58.8%

43.8%

59.5%

28.9%

28.1%

29.7%

33.7%

25.0%

4.1%

5.2%

2.0%

3.1%

1.7%

1.6%

1.5%

0.2%

0.2%

0.2%

14.5%

22.3%

3.7%

12.8%

7.6%

7.3%

8.0%

5.6%

6.4%

5.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

再生可能エネルギー活用など

による地球環境の保全

地域循環共生圏の形成

ごみ・リサイクル対策

森林など自然環境の保全

水資源・水環境の保全

重要 やや重要

あまり重要ではない 重要ではない

わからない 無回答
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第８節 第２次環境基本計画（後期基本計画）の振り返り 

 第２次環境基本計画（後期基本計画）の５つの基本目標ごとに振り返りを行いました。 

※評価 

「数値目標」について、下表の区分により評価しました。 

数値の状況 令和３年度時点における評価 

現状値が目標値以上である場合 Ａ 

現状値が基準値以上だが、目標値に達していない場合 Ｂ 

現状値が基準値未満である場合 Ｃ 

未評価（新型コロナウイルスの影響等により評価できないもの） － 

 

基本目標１ 自然環境の保全 

 取組の進捗状況と評価 

 伊太田代地区とその近隣における猛禽類＊の生息・繁殖活動件数で目標値を達成しているほか、河川

や環境保全型農地＊の実施、愛護団体の団体数が維持されている一方、森林や農地の荒廃が進行してい

ます。 

取組の 

方向 
指標名 

平成 29 年度 
基準値 

数値の推移 
令和４年度 
最終目標 

評価 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

１－１ 

川や水を

守る 

上水道有収率 

（旧島田市上

水道） 

76.1％ 75.0％ 73.9％ 73.9％ 79.0％ Ｃ 

河川愛護団体数 14団体 14団体 14団体 14団体 18団体 Ｂ 

雨水浸透施設

設置助成件数

（累計） 

407件 409件 409件 415件 500件 Ｂ 

大井川の水環

境に対する市

民の関心度 

67％ 57.1％ 70.6％ 35.0％ 
70.0％ 

（令和３年） 
Ｃ 

１－２  

森林を守る 

森林整備面積

（年間） 
226.3ha 229.6ha 202.7ha 191.85ha 310ha Ｃ 

１－３  

農地を守

る 

再生が可能な

荒廃農地面積

(年度末時点） 
36.1ha 47.9ha 48.6ha 39.2ha 

30.0ha  

(令和３年) 
Ｃ 

認定農業者数＊

（年度末時点）  
384人 385人 387人 371人 402人 Ｃ 

環境保全型農

業実施面積 
25ha 36ha 37ha 41ha 55ha Ｂ 

１－４  

自然との

ふれあい

や多様な

生き物を

守る 

自然体験教室

の参加者数 
989人  776人 236人 289人  950人  － 

公園愛護会登

録団体数  
47団体  47団体 47団体 49団体  49団体  Ｂ 

伊太田代地区

とその近隣に

おける猛禽類

の生息・繁殖活

動件数（毎年 3

月時点）  

３件  ４件 ２件 ３件  
３件  

（令和３年） 
Ａ  
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 課 題 

●上水道施設の維持及び川と水を守る活動の支援 

上水道の有収率の向上のため、施設の維持が課題となっています。 

また、河川愛護活動の支援や県・流域関係市町との連携による水辺づくりのほか、雨水浸透施設

の助成についてＰＲの手段等の見直しをしながら普及に努めるなど、川と水を守る活動の支援が課

題となっています。 

 

 ●二酸化炭素吸収源としての森林の保全・整備 

カーボンニュートラルに向けたＣＯ２吸収源としての役割を踏まえ、成熟期の木の伐採し、若齢

木を植えるなど、森林の保全・整備を図ることが課題となっています。 

 

 ●農地の保全と担い手の確保 

農地の保全に向け、引き続き農業委員会による農地利用状況調査を実施するほか、荒廃農地の再

生に対し支援する必要があります。 

また、優良農地を保全するため、担い手の確保が課題となっています。 

 

 ●自然とのふれあいの機会の創出 

自然体験教室は感染症に対応した実施方法を検討し、活動の継続を図ることが課題です。 

また、公園愛護会がない公園があることから、引き続き会の設立を図る必要があります。 

伊太田代地区とその近隣における環境を引き続き良好なものとするとともに、環境活動の支援や

啓発を行う必要があります。 

 

 

 今後の展望 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 大井川をはじめとする河川や豊富な森林は、本市の生活や産業に欠かせない水資源や、お茶な

どの農産物を生産する土壌をもたらしているほか、生き物とふれあえる場を与えています。 

 また、防災や減災機能のほか、二酸化炭素を吸収する機能など、多面的な機能も持ち合わせて

います。 

 これらのことを踏まえ、自然と共生する中で水と緑を守るとともに、生物多様性の保全を図る

ことが重要です。 
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基本目標２ 生活環境の保全 

 取組の進捗状況と評価 

 生活環境に関する環境基準は概ね達成しており、良好な環境を維持しています。 

 

取組の 

方向 
指標名 

平成 29 年度 
基準値 

数値の推移 
令和４年度 
最終目標 

評価 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

２－１  

公害対策

を進める 

公害苦情件数 

（同年度に2回

以上入った同

一苦情の年間

件数）  

６件  ５件 １件 ２件  ５件  Ａ  

２－２  

きれいな

水を守る 

大井川の環境

基準（ＢＯＤ＊）

達成率  

100％  100％ 89％ 83％ 100％  Ｃ  

市内中小河川

の環境基準（Ｂ

ＯＤ）達成率  

100％  100％ 100％ 100％ 100％  Ａ  

公共下水道普

及率 
10.9％  11.7％ 11.8％ 11.9％ 13.7％  Ｂ  

生活雑排水処

理率  
61.7％  68.1％ 69.1％ 69.7％ 66.1％  Ａ  

２－３  

きれいな

空気を守

る 

大気汚染物質

の環境基準達

成率 

100％  100％  100％ 100％  100％  Ａ  

２－４  

静かな環

境を守る 

道路交通騒音

の環境基準達

成率 

100％  100％  98％ 100％  100％  Ａ  

航空機騒音の

環境基準達成

率  

100％  100％  100％  100％  100％  Ａ  

２－５  

有害化学

物質対策

を進める 

有害化学物質

（地下水・土

壌）の環境基準

達成率 

100％  100％  100％  100％  100％  Ａ  

 

 

 課 題 

●公害苦情の長期化 

公害苦情に対して、現地調査などを行っていますが、解決に至るまで長期化する傾向がありま

す。  
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●水質保全の取組の推進 

水質については、引き続き市内事業所や関係機関と連携しながら、工場排水の立入調査や指導な

ど、監視を行う必要があります。 

下水道ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設全体の計画的で効率的な維持管理を図る

必要があります。 

また、引き続き合併処理浄化槽の設置や単独処理浄化槽からの付け替え等の取組を推進していく

必要があります。 

 

●大気汚染防止の取組の推進 

県と連携した大気汚染物質の常時監視測定、工場ばい煙等の立入調査を実施しており、取組の

継続が必要です。 

 

●騒音防止の取組の推進 

 市内主要道路で定期的な自動車騒音と交通量の調査を行っており、監視の継続と、公共交通の

利用促進等による自動車交通量の低減を図るなどの取組が必要です。 

 

●有害化学物質による地下水・土壌汚染の防止 

市と県によるダイオキシン類の監視の継続が必要です。 

 

 今後の展望 
 

 

 

 

 

 

 

  

 人が生活する上で、大気や水、土壌は欠かせないものであり、これらの資源を引き継ぐことが出

来るよう、健全な状態を保つ必要があります。 

 また、良好な生活環境の維持のため、産業や市民協働などの観点も含めて、暮らしやすいまちづ

くりに取り組むことが大切です。 
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基本目標３ 資源循環の推進 

 取組の進捗状況と評価 

 市役所でのグリーン購入調達率が向上している一方、ごみに関する指標が未達成の状況です。 

 

取組の 

方向 
指標名 

平成 29 年度 
基準値 

数値の推移 
令和４年度 
最終目標 

評価 令和元年
度 

令和２年度 令和３年度 

３－１  

３Ｒでご

みを減ら

す 

 

生ごみ処理容

器等購入補助

件数  

61件 30件 34件 24件  70件  Ｃ  

市民意識調査

「ごみ・リサ

イクル対策」

における重要

度(注１) 

85.4％ 

92.6％ 

84.5％ 

95.4％ 

87.5％ 

97.0％ 

87.5％ 

92.2％ 

91.5％ 

93.8％ 

（令和３年） 

Ｂ 

Ｃ 

３－２  

ごみを正

しく処理

する 

１人１日当た

りごみ排出量

【3-1・3-2】  

852g/

人・日  

881g/

人・日 

871g/ 

人・日 

844g/

人・日  

824g/

人・日  
Ｂ 

３－３  

ごみのな

いまちづ

くりを進

める 

環境美化活動

参加団体数 
140団体  140団体 54団体 134団体 145団体  － 

不法投棄監視

パトロール実

施回数  

５回/年  ５回/年 ５回/年 ４回/年  
５回以上/

年  
Ｃ  

３－４  

グリーン

購入・地

産地消を

進める 

市役所でのグ

リーン購入調

達率  

91.4％  99.4％ 95.6％ 99.1％  
90.0％ 

以上 
Ａ  

学校給食への

地場産物の導

入割合（重量ベ

ース） 

38.2％  42.8％ 40.6％ 27.3％  40％以上 Ｃ  

  注１ 市民意識調査において「重要」「やや重要」と答えた人の割合 

上段：全体のうちの割合 下段：「わからない」や無回答を除いた割合 

 

 課 題 

●ごみの発生抑制に向けた取組の推進 

マイグッズ運動＊や生活用品活用バンク＊の利用促進、資源回収のほか、生ごみ処理容器の無料

貸出や動画配信等によるＰＲを行っているところですが、さらなる認知度の向上を図る必要があ

ります。 

また、ごみに関する意識から行動につながるよう、引き続き３Ｒ＊に関する啓発活動や、市民の

ごみ減量・リサイクルへの取組を支援していくことが大切です。 
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●市民と共に進める環境美化活動の推進 

環境美化の意識高揚を図るため、引き続き活動を支援する必要があります。 

また、今後とも不法投棄監視パトロールを実施するほか、不法投棄をしないよう市民・事業者

へ啓発を図る必要があります。 

 

 

●グリーン購入＊と地産地消のさらなる推進 

市役所でのグリーン購入について、指針に基づき取組を維持していくことが大切です。 

また、関係課と連携し、地産地消、食育の観点からの取組により地場産物の消費拡大、食事に

よる健康増進につなげることが大切です。 

 

 今後の展望 
 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標４ 地球環境の保全 

 取組の進捗状況と評価 

 １人当たり二酸化炭素排出量の減少や島田市役所の温室効果ガス総排出量の削減、ＣＯＯＬ ＣＨＯ

ＩＣＥ＊の取組が進む一方、事業者のエコアクション 21＊の認証取得が進んでいない状況です。 

取組の 

方向 
指標名 

平成 29 年度 
基準値 

数値の推移 
令和４年度 
最終目標 

評価 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

４－１  

地球温暖

化対策を

進める 

１人当たり二

酸化炭素排出

量 

10.0t- 
ＣＯ２/年 
(2014年) 

9.4t- 
ＣＯ２/年 

9.3t- 
ＣＯ２/年 

9.3ｔ- 
ＣＯ２/年 
(2017年) 

9.4t- 
ＣＯ２/年 
(2022年) 

Ａ  

島田市役所の

温室効果ガス

総排出量  

29,919 
ｔ-ＣＯ２/

年 

29,695 
ｔ-ＣＯ２

/年 

28,480 
ｔ-ＣＯ２

/年 

27,554 
ｔ-ＣＯ２

/年 

27,078 
ｔ-ＣＯ２

/年 
Ｂ 

家庭版環境マ

ネジメント事

業＊参加人数  

1,055 
人/年 

1,021 
人/年 

784 
人/年 

1,217 
人/年 

1,000 
人/年 

Ａ 

エコアクショ

ン 21認証取

得事業所数

（累計） 

79事業所 79 事業所 79 事業所 79 事業所 
84 事業所 

以上 
Ｃ 

市民意識調査

「地球環境対策

や自然環境の保

全」における重

要度（注１） 

73.7％ 
86.3％ 

72.5％ 
92.8％ 

75.3％ 
93.3％ 

76.2％ 
75.9％ 

77.2％ 

85.6％ 
（令和３年） 

Ｃ 

 これまで取り組んできたごみの適正処理、不法投棄の防止、ごみの発生抑制、資源の再利用、リ

サイクルなどといった取組を継続的に推進するともに、食品ロスの削減、プラスチックごみの発

生抑制、シェアリングエコノミー、サーキュラーエコノミーなどの取組を含めた、資源の循環を基

調とした生活環境づくりに取り組むことが大切です。 
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取組の 

方向 
指標名 

平成 29 年度 
基準値 

数値の推移 
令和４年度 
最終目標 

評価 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

４－２  

省エネル

ギーを進

める 

島田市役所の

電力使用量  

28,216 
MWh/年  

27,829 
MWh/年 

27,734 
MWh/年 

29,033 
MWh/年  

26,800 
MWh/年  

Ｃ  

ＣＯＯＬ Ｃ

ＨＯＩＣＥ 

賛同者数（累

計） 

848人  2,125人 2,506人 3,199人  3,000人  Ａ  

４－３  

新エネル

ギー・再

生可能エ

ネルギー

の利用を

進める 

蓄電システム

導入助成利用

件数（累計） 

―  49基 116基 208基 80基  Ａ  

廃食用油回収

量  

6,200 
ℓ/年 

7,250 
ℓ/年 

6,900 
ℓ/年 

6,750 
ℓ/年 

7,000 
ℓ/年 

Ｂ  

４－４  

低炭素型

まちづく

りを進め

る 

公用車への低

公害車導入割

合  

85.1％ 87.8％ 87.8％ 91.2％  100％  Ｂ  

コミュニティ

バス利用者数  
240,036人 250,214 人 186,081 人 162,037 人  250,000 人  － 

市役所ノーカ

ーデー＊の実

施率  

70.5％ 70.5％ 60.7％ 60.3％  75％  Ｃ  

生け垣づくり

補助件数（累

計）  

1,138件 1,152件 1,152件 1,162件  1,197件  Ｂ  

  注１ 市民意識調査において「重要」「やや重要」と答えた人の割合   

上段：全体のうちの割合 下段：「わからない」や無回答を除いた割合 

 

 

 課 題 

●みんなで取り組む地球温暖化対策の意識の醸成 

地球温暖化対策として、省エネルギーに加えて、再生可能エネルギーによる創エネルギーにも

取り組み、カーボンニュートラルを目指すことが大切です。 

また、事業所に向けては、エコアクション 21 認証取得を、広報や商工会議所等を通じて募集し

ているものの応募が少ない状況であり、事業者へ説明会やセミナー等を行うことで取得を促す必

要があります。 

今後建設される公共施設においては、温室効果ガス排出を削減する方針の策定と実践が求めら

れます。 

  

●省エネルギーに向けた取組の推進 

公共施設の省エネルギー化について、照明器具のＬＥＤ化、新たな施設建設時の省エネルギー

機器の導入検討を進めており、更に取組を進める必要があります。 

市民や事業者が、省エネルギー型の設備・機器、ＺＥＢ＊やＺＥＨなどの省エネルギー型の建築

物、再生可能エネルギー設備を導入していくことが重要です。 
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また、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥについて、ホームページやＦＭしまだ等での広報、環境教育・

環境学習時、イベント時に啓発を進めており、今後も積極的な啓発が必要です。 

 

 

●創エネルギーに向けた取組の推進 

太陽光、風力、水力、バイオマス＊等再生可能エネルギーの普及啓発のほか、積極的な活用を図

ることが課題です。 

 

●ゼロカーボンシティのまちづくり 

地球温暖化防止につながる緑化について、生け垣づくりの補助制度の啓発が必要です。 

また、グリーンカーテン＊の設置支援や、一定以上の土地利用に当たって緑地を確保するよう指

導するなどの取組を推進する必要があります。 

社会資本整備や土地利用、防災対策において生物多様性との調和を図ることが出来るよう、自然

環境が有する多様な機能を活用した、持続可能で魅力あるまちづくりを進めることが大切です。 

市役所の取組として、公用車については、電動車の導入を推進するとともに、職員については、

ノーカーデーの実施を推進する必要があります。 

 

 今後の展望 
 

 

 

 

 

 

コラム：ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ 

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥとは、ＣＯ２などの温室効果ガスの排出量削減のた

めに、脱炭素社会づくりに貢献する「製品への買換え」、「サービスの利用」、

「ライフスタイルの選択」など、日々の生活の中で、あらゆる「賢い選択」を

していこうという取組です。 

本市では、平成 29年４月 11日に「島田市ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ宣言」

を行い、市民一人ひとりが自覚し、環境への負荷の少ない社会の構築を目指

して行動できるよう、率先して取り組んでいます。 

 

■本市で実施している主な取組 

・家庭や地域のエコリーダーを育成する小学生向けの温暖化対策

のプログラムである「アース・キッズ事業」 

・市の環境人材バンクに登録された環境教育・環境学習に知識や

技能を持つ方を環境に関する講座や体験教室を開催する団体や

学校などに派遣する「環境人材バンク事業」 

・自ら居住する住宅に省エネルギー設備（蓄電池、燃料電池）を

設置する選択をされた方に対する補助金や、家庭から出る生ゴ

ミを家庭の中で減量しようと行動する方への「生ごみ処理容器

等」への補助金 

 

■ゼロカーボンアクション 

脱炭素社会の実現には、一人ひとりのライフスタイルの転換が

重要です。できるところから、「ゼロカーボンアクション」に

取り組んでいきましょう。 

出典：環境省 

  

 市民・事業者・行政が連携・協力しながら、地域経済の成長と環境保全との両立、新たな技術等

の調査・研究・普及推進などの取組を通じて、すべての市民が一体となってゼロカーボンシティを

目指していくことが大切です。 
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基本目標５ 環境教育・環境保全活動の推進 

 取組の進捗状況と評価 

 近年の新型コロナウイルス感染症による影響があるなか、環境学習講座の受講者数の増加や、環境課

ホームページへのアクセス数に伸びが見られ、これらは目標値を大きく超えています。 

 

取組の 

方向 
指標名 

平成 29 年度 
基準値 

数値の推移 
令和４年度 
最終目標 

評価 
令和元年度 令和２年度 令和３年度 

５－１  

環境教育・

環境学習を

充実させる 

アース・キッ

ズ事業参加者

数（累計） 

2,639人 3,692人 4,073人 4,561人 5,140人 Ｂ  

環境学習講座

受講者数（累

計）  

67人 119人 119人 292人 142人 Ａ  

環境に関する

出前講座開催

数  

１回 ３回 ２回 ２回 ５回 Ｂ 

田代環境プラ

ザの見学者数  
1,098人 1,078人 793人 1,248人 1,500人 Ｂ 

５－２  

環境情報

を発信す

る 

環境課ホーム

ページアクセ

ス数  

99,953 
件  

183,827 
件 

224,203 
件 

225,066 
件  

100,000 
件  

Ａ  

５－３  

環境保全

活動を活

発にする 

しまだエコ活

動＊登録件数

（累計） 

26件 26件 26件 26件 30件 Ｂ  

 

 課 題 

●持続的な環境学習の場の提供 

各自然体験教室の開催、アース・キッズ事業など多様な機会を通じて、誰もが環境学習を行える

ような場所づくりと、環境学習を担う人材の確保・育成が大切です。 

 

●環境に関する意識啓発と情報提供の推進 

 多様なメディアを用いて環境情報の収集と発信、啓発を行い、環境に対する意識の高揚を図るこ

とが大切です。 

 

 

 今後の展望 
 

 

 

 

 

 市民・事業者・行政のパートナーシップの構築と、子どもから大人まで環境について学べる場を

充実させることにより、多様な主体と協働しながら行動できるひとづくりに努めることが大切で

す。 
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第９節 環境に関する課題と共に解決が望まれる地域課題 

 国の第五次環境基本計画で提唱された「地域循環共生圏」とは、美しい自然景観等の地域資源を最大

限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことによ

り、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方であり、その創造によりＳＤＧｓや

Society5.0の実現にもつながるものです。 

 この考え方に基づき、前節までにあげた環境に関する課題と共に解決が望まれる地域課題として、以

下が考えられます。 

 

地域課題 具体的な例 

人口減少 働く場所、暮らしやすさの確保等による若者流出防止と地域に応じた人口バランスの

確保、公共施設のストックの適切な維持・管理・整備 

観光 東海道の宿場町や蓬莱橋、お茶など島田市が持つ地域資源を活用した観光の振興を通

じて、歴史的景観や自然の保全への意識を高める 

安全・安心 災害の頻発化・激甚化に伴う防災対策や、熱中症などのリスク対策の継続・維持 

工業 新東名高速道路島田金谷インターチェンジ周辺への企業誘致等の産業・情報基盤の更

なる整備 

くらし コンパクト・プラス・ネットワーク＊のまちづくり、歩行者にやさしい街路、空き家・

空き店舗のリノベーション支援などまちの資産価値の向上 

労働 地域資源を活かした多様な働き方の推進（サテライトオフィス＊、テレワーク等） 

福祉 地域内の多様な主体が「我が事」として、人と人、人と資源が「丸ごと」つながるこ

とで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会の

実現 

 

■地域循環共生圏のイメージ 

出典：環境省 
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第３章 目指すべき将来像・基本方針 

第１節 目指すべき将来像 

 島田市は、大井川をはじめとした水と緑の自然豊かなまちであり、自然の恵みはお茶などの産業

の賑わいをもたらすとともに、街道の文化の形成、人々の温かな繋がりなどをもたらし、市民の暮

らしを紡いできました。 

 私たちは、これまで紡いできた豊かな自然と暮らしを持続可能なものにするため、「ゼロカーボン

シティ」の実現を目指し、水と緑と生物多様性の保全、食料とエネルギーの地産地消、ごみをでき

るだけ出さない循環型の生活に取り組んで、未来の活力を創造していくことが重要です。 

 以上を踏まえ、目指すべき将来像を以下のとおり設定します。 

 

大井川が育む 豊かな自然と暮らしを紡ぐ循環共生都市 しまだ 

～未来を拓き活力を創造するゼロカーボンシティ～ 
 

※下記の図を２ページ分・見開きで掲載予定 
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第２節 ゼロカーボンシティを実現した島田市の将来の姿 

目指すべき将来像を実現するためには、そのイメージを具体的に持つことが重要です。前節では、

2050年の島田市の自然や暮らしを中心にイメージした図を示しました。本節では、ゼロカーボンシテ

ィを実現した 2050 年の島田市がどのような社会になっているかを、社会の仕組みの変化や技術の進

展を中心にイメージするため、静岡県の「第４次静岡県地球温暖化対策実行計画」や公益財団法人地

球環境戦略研究機関の報告書「ネット・ゼロという世界-2050年 日本（試案）-」を参考に、将来の

島田市の姿を描きました。 

  

（１）部門ごとのエネルギー消費状況 

各エネルギー需要部門での取組で、エネルギー消費量が大幅に（2018年度比 30～40％）低減されて

います。 

 

【社会システムの変革】 

部門 2050年の姿 

全般 

・再生可能エネルギーが社会の隅々に実装され、主力電源となっています。 

・電力部門を交通部門や熱部門などと連携させ、部門横断でエネルギーの需給管理を行う

セクターカップリング＊が行われ、バーチャル・パワー・プラント（ＶＰＰ）＊や蓄電池

などの技術を使って、再生可能エネルギーによる需給調整が柔軟に行われています。 

・電力部門を交通部門や熱部門などと連携させ、柔軟な需給 

・価格の安さだけでなく、環境面での価値が重視され、供給されるモノやサービスが大き

く変化しています。 

・リユースやリサイクルが定着し、「捨てる」ことのコストが個人レベルで適切に認識さ

れています。また外部性（処理費用等）が価格・手数料などに組み込まれるなど制度面

での対応などと相まって、個人においては、使い捨ての習慣から、社会レベルでは、大

量廃棄するシステムからの脱却が図られ、高度な循環型社会が実現しています。 

産業 

・電子化、シェアリング、長寿命化の進展、材料効率の改善などにより社会生活の脱物質

化が進み、鉄、アルミ、セメント、紙など、素材の需要が 2050年には全体として 15％

減少しています。 

・ゼロカーボンシティという新たな社会の構築のために、新たな産業や雇用が生み出され

ています。 

・金融機関や取引先の要望により、企業の事業は、脱炭素およびＳＤＧｓと整合すること

が前提となっています。 

運輸 

・カーシェアリング＊、ＭａａＳ＊の導入による人の移動の変化、モーダルシフト＊等によ

る貨物輸送の効率化などが進展し、自動車を含む全機関における旅客・貨物輸送量は

2050年には 20％減少しています。 

 

 

【技術対策の進展】 

部門 2050年の姿 

産業 

・2050 年には、低炭素工業炉や産業用モーターやコジェネレーションなどの導入促進に

より、製造業におけるエネルギー効率が全般的に 20％向上しています。 

・紙パルプ産業において主にエネルギーを必要とする蒸解行程では、電化（ヒートポンプ

の利用など）、水素利用、バイオマス利用によって脱炭素化が達成されています。 

・鉄鋼、化学、セメントなどのエネルギー集約産業において電化、水素利用、ＣＣＵ/Ｃ
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部門 2050年の姿 

ＣＳ技術の利用、バイオマス利用など脱炭素型の製造技術が標準装備され、適切な生産

が行われています。 

業務 

及び 

家庭 

・住宅やオフィスにおいては、建て替えやリフォームが進み、高断熱、屋上・壁面太陽光、

高性能エアコンを含むヒートポンプといったエネルギー利用効率の向上を促す技術や

製品利用と親和性の高いオール電化（ＩＨクッキングヒーター等）が普及し、すべての

住宅・オフィスからのＣＯ２の排出はゼロとなっています。 

・電化によるエネルギー利用に切り替えられています。古い家は建て替え、改築により断

熱性能が向上し、冬場でも、暖房用に灯油やガスヒーターを使わず、エアコンや地中熱

の活用だけで足りています。 

・集合住宅や業務用ビルは、ＣＬＴ(集成材)を利用した木材と鉄の構造により、建材の 9

割を木材とする高層建築物も一部実現化しています。 

運輸 

・自動車の電動化が進んでいます。 

・乗用車では、2035 年には新車ベースで 100％、2050 年には保有車のすべてが電動化さ

れています。 

・貨物車では、2030年には新車ベースで 35％、2050年には保有車の８割以上が電動化さ

れています。 

 

 

（２）エネルギー供給の状況：燃料の転換 

・2050年には、暮らしや産業活動に必要なエネルギーの大半を再生可能エネルギーで賄うことが

できるようになっています。 

・電気へのエネルギー転換が困難な分野では、バイオ燃料＊、水素や水素を利用した合成燃料・ガ

ス、アンモニア等の脱炭素エネルギーの利用が進んでいます。 

 

（３）非エネルギー起源の部門 

部門 2050年の姿 

廃棄物 

・３Ｒ対策の推進による廃棄物処理量の削減が進んでいます。 

・廃プラスチックのマテリアルリサイクル＊及び、プラスチックの脱石油化（バイ

オマス利用）が拡大しています。 

・廃棄物焼却施設にＣＯ２回収装置が装備されています。 

代替フロン 

・地球温暖化係数＊が低いガスへの転換が進んでいます。 

・空調・エアコン、冷凍冷蔵装置・冷蔵庫等からの使用時漏洩防止が徹底され、使

用済み代替フロンの適正回収・処理が徹底されています。 

メタン対策 ・水田及び畜産由来のメタン対策が進んでいます。 

 

（４）吸収源の状況 

・森林によるＣＯ２の吸収量を維持しています。 

・都市緑化の対策が進んでいます。 

・ＣＣＵＳ（二酸化炭素回収・有効利用・貯留）＊やＢＥＣＣＳ（二酸化炭素回収・貯留付きバイオ

エネルギー）＊さらにはＤＡＣＳ（二酸化炭素直接空気回収・貯留）＊の活用が進んでいます。 

 

資料：第４次静岡県地球温暖化対策実行計画、ネット・ゼロという世界-2050 年 日本（試案）- 
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第３節 目指すべき将来像を実現するための基本方針 

脱炭素の取組を通じた地域活性化 

脱炭素の取組は、産業、暮らし、交通、公共等のあらゆる分野で、市民・事業者・行政がそれぞ

れ主役になり、再生可能エネルギー等の地域資源を最大限活用することで、ＣＯ２削減だけでな

く、経済を循環させ、防災や暮らしの質を向上させる等の地域の課題をあわせて解決できるもので

す。 

そのため、目指すべき将来像を実現するための基本方針として「脱炭素の取組を通じた地域活性

化」を掲げ、具体的には以下の３つの視点から取り組むこととします。 

 

（１）エネルギー効率向上と再生可能エネルギーの導入促進 

事業者や家庭等におけるエネルギー効率を向上させる取組を一層促進するとともに、太陽光、

風力、水力、バイオマスなどの再生可能エネルギーについて、調査・研究しながら導入を促進し

ます。 

 

（２）環境政策に取り組む各主体の取組の実施と連携・協働 

 啓発等により、一人ひとりの環境配慮に関する行動変容を促しつつ、市民・事業者・行政の主

体的な取組実施と、各主体の連携・協働を促進します。 

 

（３）自然と人が共生する豊かな環境の継承 

 環境保全の取組を推進するとともに、環境教育を充実させ、自然と人が共生する豊かな環境を

継承していきます。 
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第４節 ゼロカーボンシティ戦略（2050年脱炭素までのロードマップ） 

（１）基本的な考え方 

 温室効果ガスは主に化石燃料の使用により排出されるため、ゼロカーボンシティを実現するため

には、化石燃料を極力使わず、再生可能エネルギーを使うように転換していく必要があります。 

 

①エネルギー効率の向上 

エネルギー効率を向上させてエネルギー使用量を削減します。我慢してエネルギーを使わないの

ではなく、設備や機器に投資し、少ないエネルギーで同様の効果をあげる効率化が重要です。 

  ②再生可能エネルギーの導入・利用促進 

 再生可能エネルギーを導入していくとともに、使用するエネルギーを化石燃料から電気へ転換し、

再生可能エネルギーで作られた電気や熱の利用を拡大します。 

③吸収源対策の推進 

森林保全及び森林整備を行い、森林による二酸化炭素の吸収量を維持・増加します。 

 

①、②により温室効果ガスの排出を削減した上で、削減できない分は③の森林などで吸収し、実

質ゼロにします。 

 

 

■ゼロカーボンシティの実現に向けた温室効果ガス削減のイメージ 
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（２）温室効果ガス排出量削減目標（短期目標と最終目標）  

令和 12（2030）年度の目標（最終目標）は、基準年度比で 46％以上の削減とします。 

 本市における温室効果ガス排出量について、現状のまま特に削減対策を講じない場合の「現状趨

勢ケース」を推計した結果、2030年度の温室効果ガス排出量は 813.4 千ｔ-ＣＯ２となる見込みで、

2013年度比では 24.9％削減となりました。 

これを踏まえ、本市の将来像「ゼロカーボンシティの実現」の実現に向けた道筋を作る「バック

キャスティング＊型アプローチ」により温室効果ガスの削減目標を検討しました。削減見込み量は、

国の「地球温暖化対策計画における対策の削減量の根拠」に掲げている対策項目とその削減見込量

をベースに算定し、対策項目のうち、国と連動した取組は、島田市分を人口・世帯、製造品出荷額、

床面積など、関連指標の按分により算定しています。森林吸収量については、静岡県の目標を参考

にしているほか、再生可能エネルギーについては、太陽光、陸上風力、中小水力（河川）、太陽熱、

地中熱に導入ポテンシャル＊があるとされており、今後導入を図ることが大切です。 

以上の検討の結果、本市の 2030 年度に達成しておくべき温室効果ガス排出量の目標を、基準年

度（2013年度）比で 46％以上の削減とします。 

 この高い目標を達成するためには、これまでの延長線上の取組だけでなく、今後約 10 年間の先

導的な取組が非常に重要であることから、市民・事業者・行政の各主体と連携して率先して取り組

みます。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響を除くため、2018年度を現状値としています。算定には

環境省の「区域施策編目標設定・進捗管理支援ツール」を用いました。 

 

■温室効果ガス排出量削減目標 

単位：千ｔ-ＣＯ２、％ 

項目  

基準年度 

H25(2013) 

A 

現状値 

H30（2018） 

現状趨勢ケース 

（2030） 

Ｂ 

削減見込量 

（2030） 

Ｃ 

排出量 

（2030) 

Ｄ＝Ｂ－Ｃ 

削減率 

（D／A）－１ 

産業部門  531.8 473.1 423.0 125.7 297.2 △44.1 

家庭部門  140.0 114.1 102.0 30.6 71.4 △49.0 

業務その他部門  142.5 103.3 92.3 27.7 64.6 △54.7 

運輸部門  244.9 197.2 176.3 45.4 130.9 △46.5 

廃棄物処理部門  14.9 14.5 13.0 3.0 10.0 △32.9 

農業部門  2.6 2.5 2.2 0.5 1.7 △34.6 

代替フロン類  5.8 5.1 4.6 1.1 3.5 △39.7 

排出量合計 1082.8 909.8 813.4 234.0 579.4 △46.5 

（参考）森林吸収量 （21.1） （21.7） － （26.3） （△26.3）   
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■本市の再生可能エネルギー導入ポテンシャル 

 設備容量（MW） 年間発電電力量（GWh） 

太陽光（建物系）導入ポテンシャル 414 589.0 

太陽光（土地系）導入ポテンシャル 503 711.0 

陸上風力導入ポテンシャル 159 388.0 

中小水力（河川）導入ポテンシャル 1.46 8.8 

太陽熱導入ポテンシャル - 140.4（5.05億ＭＪ/年） 

地中熱導入ポテンシャル - 1,050.6（37.79億ＭＪ/年） 

資料：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム」 

 

■2050年脱炭素までのロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム：地元企業等との協定に基づく取組 

令和２年７月に島田ガス株式会社、静岡ガス株式会社、静岡ガス＆パワー株式会社と「ＳＤＧ

ｓを先導し持続可能なまちづくりを推進する電力供給等業務に関する協定」を締結し、公民連携

による持続可能なまちづくりを目指します。 

（協定の内容） 

・施設への電力供給及び電力調達コストの削減 

（付加提案） 

・太陽光発電設備の設置による自家消費電力の供給販売（ＰＰＡ＊モデル） 

・蓄電設備の設置による停電時の電源供給 

・省エネルギー診断 

・自家発電設備余剰電力の地域内活用 

・新庁舎建設計画への付加価値提供 

・市民発電電力の買取り・公共施設への供給による地域経済循環の創出  
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第４章 目指すべき将来像を実現するための施策 

第１節 施策の体系 

 

取組 基本施策 施策 

取組１ 

脱炭素社会への挑戦 

【地球温暖化対策実行計

画・気候変動適応計画】 

１－１  

エネルギー効率の向上 

・家庭部門のエネルギー効率向上 
・産業・業務部門のエネルギー効率向上 
・運輸部門のエネルギー効率向上 

１－２  

再生可能エネルギーの導入・利

用促進 

・地域に裨益＊する（地域主導型・協働
型）再生可能エネルギーの導入促進 

１－３  

総合的な取組 

・吸収源対策 
・環境配慮行動の促進 
・連携・協働 

１－４  

地球温暖化への適応 

・農林業に関する適応策 
・水環境・水資源、自然生態系、自然災

害に関する適応策 
・人の健康や生活に関する適応策 

取組２  

循環型社会の構築 
２－１  

ごみ減量・資源化の推進 

・ごみの分別、減量化の推進 
・３Ｒの推進 

２－２  

サーキュラーエコノミー・シェ

アリングエコノミーへの移行

促進 

・ごみの資源化 
・シェアリングの推進 
・資源循環の促進 

２－３  

廃棄物の適正処理 

・ごみ処理施設の適正な運用 
・ごみのないまちづくりの推進 

取組３  

自然との共生 ３－１  

自然環境の保全 

・健全な水循環の確保 
・緑地の保全 
・森林の保全・再生 
・農地の保全 

３－２  

生物多様性の保全 

・生物の保全・管理  
・自然とのふれあいの促進 
・生態系の保全  
・里地里山の保全 

取組４  

くらし環境の向上 
４－１  

生活環境の保全 

・水資源の保全  
・大気の保全  
・良好な生活環境の確保 

４－２  

ストックとしての価値の向上 

・コンパクト・プラス・ネットワークな
まちづくり 

・ウォーカブルなまちづくり＊ 
・グリーンインフラ＊やＥｃｏ-ＤＲＲ＊

の推進 

取組５  

環境教育・活動の充実 

５－１  

環境に関わる学びの推進と活

動の促進 

・環境教育の推進 
・人材育成 
・環境情報の発信・活用 
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第２節 取組内容 

取組１ 脱炭素社会への挑戦【地球温暖化対策実行計画（区域施策編）・気候変動適応計画】 

 

 

 

 

指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和 14年度） 

市域全体における温室効果ガスの

年間排出量 
909.8千 t-ＣＯ２ 579.5千 t-ＣＯ２以下 

 

 

１－１エネルギー効率の向上 

家庭部門 

 住宅の高断熱・高気密化、家庭用機器の高効率化、ライフスタイルの転換の促進に向け、情報提

供や補助制度の創設を検討します。 

 市民への環境配慮行動を啓発します。 

 

産業・業務部門 

 省エネルギー設備・機器の導入、店舗・業務用ビルのＺＥＢ化の推進に向け、情報提供や補助制

度の創設を検討します。 

また、公共施設の改修の機会を活用した積極的な省エネ化・ＺＥＢ化、未利用熱の利用に努めま

す。 

 事業者に対して、エコアクション 21の認証取得支援や気候変動に対応した経営戦略の開示（ＴＣ

ＦＤ）、脱炭素に向けた目標設定（ＳＢＴ）、電力を 100％再生可能エネルギーで賄う取組（ＲＥ100）

等、脱炭素経営への転換についての情報提供を行います。 

 

運輸部門 

 電気自動車などの次世代自動車の普及とゼロカーボンドライブ＊の普及を推進します。  

 賑わい交流拠点整備の乗換利便性を向上させ、パーク＆ライド＊を推進するほか、環境負荷の低い

交通手段への転換を図ります。 
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１－２ 再生可能エネルギーの導入・利用促進 

地域に裨益する（地域主導型・協働型）再生可能エネルギーの導入促進 

 「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、再生可能エネルギーの活用について、調査検討を行い再

生可能エネルギーの導入目標を定めます。その上で、地域での再生可能エネルギー設備の導入につ

なげます。 

 ＰＰＡモデルやリース契約による初期投資なしでの屋根等への太陽光発電設備の導入などによる

公共施設への太陽エネルギー利用設備の設置に努めるほか、ごみ焼却施設の廃熱や温泉付随ガスを

利用して発電し、エネルギーの有効利用を図ります。 

 家庭への太陽光発電設備の導入促進のため、県が実施する太陽光発電設備の共同購入事業や０円

ソーラー事業の情報発信を行います。 

 また、定置型蓄電池や電気自動車・プラグインハイブリッド車（ＥＶ・ＰＨＥＶ）、給湯機器等

と組み合わせることによる再生可能エネルギーの利用率の拡大を図ります。 

 

 

１－３ 総合的な取組 

吸収源対策 

 市域から排出される温室効果ガスの削減に向けて、その吸収源となる森林・緑地の保全・整備を

推進するとともに、スマート林業＊について調査研究を行います。 

また、大井川流域産材を活用した新築木造住宅に対する支援を促進します。 

 公共施設や道路、工場敷地内の緑化などのグリーンインフラの導入を推進するほか、緑地の確保

や生け垣づくりの支援等みどり豊かなまちづくりを進めます。 

 

環境配慮行動の促進 

 市民への環境配慮行動や地産地消を啓発するとともに、市役所でのグリーン購入調達を推進しま

す。 

また、地産地消に関する情報を提供して消費者の関心を高めるとともに、各種イベントや学校給

食を通して地場産物の消費拡大を図ります。 

 

連携・協働 

地球温暖化対策の推進のため、（仮称）ゼロカーボンシティ推進協議会を設置し、情報共有と事

業の加速を図ります。 
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１－４ 地球温暖化への適応 

林業に関する適応策 

・気候変動による農業への影響について国・県等からの情報収集に努めます。 

・国・県等の情報を基に、気候変動による林業への影響についても把握できるよう検討していきま

す。 

 

水環境・水資源、自然生態系、自然災害に関する適応策  

・今後の影響を考え、大井川地域地下水協議会が行う湧水量調査に協力します。 

・地下水涵養のため、雨水浸透施設の普及に努めます。 

・表流水は季節変動を受けやすいため、渇水期に不足が生じた際には予備水源からの取水による

補完を検討します。 

・野生鳥獣による農作物被害状況報告に基づき、気候変動の影響についても検討していきます。 

・外来種については情報不足のため、現状の調査を行うほか、新たに特定外来生物が発見された

場合は県と情報共有し、対応を検討していきます。 

・洪水ハザードマップを作成・配布し、洪水のリスク周知を行うとともに、市独自で水位計を設

置して市民が自ら避難の判断ができるよう情報提供を行います。 

・地区の防災マップ作成の推進・援助をして、地域の危険箇所を住民に周知します。 

・治山・林道施設の整備を推進し、森林を有する水源涵養、山地災害の防止等の公益的機能の発

揮を図っていきます。 

・出前講座等を通して災害の特徴や身を守る方法を啓発するとともに、土砂災害を対象とした避

難訓練を実施して人的被害の軽減に努めます。 

・正確な情報の収集に努め、避難情報等、的確な情報提供を迅速に実施します。 

 

人の健康や生活に関する適応策  

・気温 35℃以上でホームページへの掲載と同報無線で熱中症に対する注意喚起を行うとともに、静

岡地方気象台から熱中症警戒アラートが発表された場合ホームページを更新します。 

・市民・事業者によるグリーンカーテンの設置を推進します。 

・ヒトスジシマカによるデング熱などの感染症について、ホームページへ掲載し、情報提供を行い

ます。 

・硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気中濃度の変化について注意し、引き続き観測を続けます。 

・急性期・救急医療体制として、志太榛原医療圏内の４病院で連携・補完しあい診療を行います。 

・ライフラインの断絶に備え、備蓄資機材等の整備を進めるとともに、住民自身にも備蓄の啓発を

行います。 

・災害時は早急に被害情報を把握し、迅速に道路啓開や応急復旧を実施できるような体制を整えま

す。 

・歴史的価値の高い文化財や文化伝統を継承する活動を行い、自然景観の保全や保存、維持する行

動を継続します。 

・静岡県から食中毒警報が出された場合、同報無線等で注意喚起を行うとともに、ホームページの

更新も行います。  
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取組２ 循環型社会の構築 

 

 

 

指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和 14年度） 

１人１日当たりのごみ排出量 ８４４ｇ ７６０ｇ 

 

 

２－１ ごみ減量・資源化の推進  

①ごみの分別、減量化の推進 

 市民・事業者に対して、日常的なごみ減量に向けた取組の普及を図るとともに、市民参加型のご

み減量・資源化の取組を推進します。 

また、食べきり運動や、企業・飲食店からこども食堂への食材提供などを通じて、食品ロスの発

生抑制に向けた広報・啓発に努めます。 

 そのほか、使い捨てプラスチックごみの発生抑制、紙等の環境への影響が少ない素材への転換な

どの取組を、市民・事業者の様々な主体とともに推進します。  

 

②３Ｒの推進 

 市民に対するごみ分別の普及を図るとともに、市民団体などによる自発的な資源物回収やフリー

マーケット・バザーなどの活動を支援し、ごみの資源化を推進します。事業者に対しては、事業系

一般廃棄物の資源化の取組の指導、事業系食品廃棄物等の資源化推進に努めます。 

 また、ペーパーレス化、行政手続きのＤＸ化により、紙ごみを削減します。 

 

 

コラム：ごみ処理の現状と課題及び解決の方向性（ごみ処理の有料化）について 

     （環境審議会答申（一部抜粋）） 

令和４年９月６日 

 ごみ処理の課題である「ごみ減量」は、貴市が表明する「ゼロカーボンシティ」の実現に向けた効

果的な取組であると同時に、市民が取り組みやすい行動であると考えますが、島田市のごみの減量化・

資源化における市民に対する普及啓発は充分とは言えず、ごみ減量に対する意識が市全体に浸透して

いないのが現状です。 

 また、ごみ処理の有料化においては、国が、「経済的インセンティブを活用した一般廃棄物の排出抑

制や再利用の推進、排出量に応じた負担の公平性及び住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理

の有料化の推進を図るべきである。」と市町村の役割を定めており、ごみ減量への経済的インセンティ

ブを提供するシステムとして「有料化」を実施する自治体が増えていることから、ごみ処理の課題解

決に向けた効果的な施策の一つであると考えられます。 

 当審議会では、これらを総括し、まずは市民のごみ減量に対する意識の向上と行動変容を促す具体

的な取組を図った上で、その経過を踏まえ、ごみ処理の有料化については検討すべきと考えます。 
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コラム：ごみ減量 

田代環境プラザでは、見学時に「エコライフチェック（ごみ編）」を配布し、ごみ減量に取り組ん

でいます。 

 

■エコライフチェック（ごみ編） 

１ 家での食事や外食時は残さず食べる。 

２ 材料を無駄なく使うエコクッキングを行うようにしている。 

３ 生ごみは水分を十分切ってから出している。 

４ 
ペットボトル・トレイ・新聞紙・ダンボール・雑誌・食用油・古布類等は、分別して

いる。 

５ お菓子やティッシュの箱などは「雑紙」として資源ごみに出している。 

６ 
リターナブルびん（ビールびんや酒びん等）は、販売店に返却、または地域の資源回

収に出している。 

７ チラシの裏面をメモ用紙にする。 

８ 買い物のときは、マイバックを持参する。 

９ 
買う前に本当に必要かどうかよく考えて、環境への負担・悪影響が少ないもの、長く

使えるものを選んでいる。 

10 リサイクル商品や詰め替え商品を優先して購入している。 

11 必要のない包装（過重包装）はことわる。 

12 不用品をバザー、フリーマーケットなどに回すようにしている。 

13 壊れた物は、修理して使っている。 

14 マイ箸やマイボトルを持ち歩いている。 

15 家族で「省エネ」・「リサイクル」・「環境問題」などの話をする。 

 

 

２－２ サーキュラーエコノミー・シェアリングエコノミーへの移行促進 

①ごみの資源化 

地域で発生した有機廃棄物の地域資源としての活用を図ります。 

また、家庭から排出される生ごみの資源化を促進するため、生ごみ処理容器などの購入に対して

補助金の交付を行うとともに、生ごみ資源化の手法について調査・研究を行います。 

田代環境プラザでのごみ資源化（スラグ＊・メタル）、食品関連事業者から排出される生ごみや

剪定枝の堆肥化を推進します。 

 

②シェアリングの推進 

 市民一人ひとりが持つ、モノ・場所・技能などをシェアする経済の普及について、広報紙やホー

ムページ等を通じた啓発と市民や事業者の活動支援に努めます。 

 

③資源循環の促進 

 資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値

を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等

を目指す「循環経済（サーキュラーエコノミー）」について、啓発と普及に努めます。 
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２－３ 廃棄物の適正処理 

①ごみ処理施設の適正な運用 

 田代環境プラザを適正に維持管理します。 

 

②ごみのないまちづくりの推進 

「ごみのない美しいまちづくり条例」に基づき、不法投棄の防止に向けて、パトロールを定期的

に実施するとともに、市民・事業者・行政の連携による監視体制の強化を図ります。 

また、広報紙・パンフレット等の活用、看板掲示物等の設置を通じて、不法投棄防止のＰＲに努

めます。 

市内一斉環境美化活動や地域住民によるごみ拾いなどの環境美化活動を推進します。 
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取組３ 自然との共生 

 

 

指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和 14年度） 

森林整備面積 １９１．８５ｈａ ３１０ｈａ 

 

 

３－１ 自然環境の保全  

①健全な水循環の確保 

 良質な地下水を確保するため、市街地への雨水浸透施設の整備や、雨水浸透ますの設置等を支援

し、地下水の涵養を図る一方で、有害物質の地下浸透を防止の指導に努めます。 

また、流域市町との広域的な連携を図り、大井川の水資源の確保と水質の保全に取り組みます。 

 

②緑地の保全 

 公園・緑地について、市民参加による維持管理などを通じて、身近で利便性の高い施設づくりに

努めます。  

 

③森林の保全・再生 

 間伐等の森林整備に対する補助を行うなど、林業の振興と合わせた森林の保全・再生を推進しま

す。 

 

④農地の保全 

 農地集積や担い手の育成などを通じた農地の保全と農業振興に取り組み、生物多様性に配慮した

農業を推進するほか、農業体験の場を提供することにより、荒廃農地を解消し、多面的機能の発揮

に向けて農地の適切な維持管理を促進します。 
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３－２ 生物多様性の保全 

①生物の保全・管理  

 環境に配慮した開発指導などにより、野生動植物の生息環境の確保に努めます。 

 

②自然とのふれあいの促進 

 自然とふれあえる場として河川や里地里山などの地域資源を生かし、授業やイベント等を通じて

環境教育の推進に取り組みます。 

 

③生態系の保全  

 外来種に関する情報収集や市民参加型のモニタリング調査＊などにより、動植物の生息環境の状

況把握に努めるほか、河川全体の自然の営みを視野に入れた多自然川づくり＊の調査・研究に努め

ます。 

生物多様性を保全するため、世界農業遺産に認定された伝統的な茶草場農法の維持、継承を推進

します。 

 

④里地里山の保全 

 荒廃農地対策や間伐の支援、鳥獣被害の防止など、農業や林業の振興に向けた支援を行うととも

に、里地里山の保全活動を体験する機会の創出に努めます。 

また、30by30やＯＥＣＭ認定について調査研究を行うとともに、事業者や団体が認定を受けら

れるように支援します。 

 

コラム：30by30 

30by30（サーティ・バイ・サーティ）とは、2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復さ

せる（ネイチャーポジティブ）というゴールに向け、2030年までに陸と海の 30％以上を健全な生態

系として効果的に保全しようとする目標です。 

国内外の研究報告で、世界の陸生哺乳類種の多くを守るために、既存の保護地域を総面積の

33.8％までに拡大が必要といわれており、日本では 30％までに効果的に拡大すると生物の絶滅リス

クが３割減少する見込みとなっています。そこで、2021年６月のＧ７サミットにおいて、Ｇ７各国

は自国での 30by30目標を約束しました。 

中心の取組は、国立公園等の保護地域の新規指定・拡張を進めていき、海域公園地区は倍増させ

ること、企業有林や里地里山等のＯＥＣＭ（保護地域以外で生物多様性保全に資する地域）を自然

共生サイト（仮称）として、その認定制度を 2023年から開始する予定となっています。 
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コラム：ＯＥＣＭ（保護地域以外で生物多様性保全に資する地域） 

 Other effective area-based conservation measuresの頭文字をとったもので、国立公園などの保

護地区ではない地域のうち、生物多様性を効果的にかつ長期的に保全しうる地域のことをいいます。 

 ＣＯＰ14 で定められたＯＥＣＭの定義に従うと、ＯＥＣＭは主に３つのパターンに分けられます。 

１.自然保護を目的に掲げているが、国が保護地域として認めていない地域 

例：先住民地域共同体の保全活用地など 

２.自然保護が第１の目的ではないが、管理目的にあり自然保護に寄与する地域 

例：里山（農業）、企業緑地（従業員の健康や騒音対策）など 

３.自然保護を目的に持たないが、管理の結果として自然保護に寄与する地域 

例：茅場（茅を取るために火入れや刈り取りなどの管理がなされ、結果として希少植物などが生

息）など 
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取組４ くらし環境の向上 

 

 

指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和 14年度） 

大井川の環境基準（ＢＯＤ）達成

率 
８３％ ８０％以上 

 

４－１ 生活環境の保全  

①水資源の保全  

 地下水の涵養に向けた森林整備を支援します。 

また、水質の定点監視を継続し、調査結果を広く公表するとともに、事故などによる有害物質や

油の流出の未然防止に努めます。  

 生活排水による水質悪化を低減させるため、事業計画が定められた公共下水道の管渠整備を推進

するとともに、当該区域及びコミュニティプラントの整備地域以外は、合併処理浄化槽の設置及び

単独処理浄化槽からの付け替えを促進します。 

 

②大気の保全  

 市内の定点における大気質の常時監視等を継続し、調査結果を広く公表します。 

 

③良好な生活環境の確保 

 公害苦情に速やかに対応するとともに、公害発生源には立入調査などの適切な指導を行います。 

また、事業者と環境保全協定を締結し、公害の未然防止を図ります。 

 

 

４－２ ストックとしての価値の向上 

①コンパクト・プラス・ネットワークなまちづくり 

 持続可能な都市経営を行うため、「島田市立地適正化計画」や「島田市地域交通計画」（策定中）

に基づいた、コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりを推進します。 

 

②ウォーカブルなまちづくり 

既存の道路や歩道等の都市空間を活用した、居心地が良く歩きたくなるまちづくりを推進するた

め、道路段差の解消や歩行者、自転車走行空間の整備を推進します。 

また、移動の円滑化に向け、ＭａａＳの導入について引き続き調査・研究を行います。 

 

③グリーンインフラやＥｃｏ-ＤＲＲの推進 

 多自然川づくり、田んぼダムなど、自然環境のもつ多様な機能を人工的なインフラの代替手段や

補完手段として活用するグリーンインフラや、生態系を活用した防災・減災（Ｅｃｏ-ＤＲＲ）に

ついて調査・研究を行います。 
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取組５ 環境教育・活動の充実 

 

 

指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和 14年度） 

アース・キッズ事業参加者数 

（累計） 
４，５６１人 １０，０００人 

 

 

５－１ 環境に関わる学びの推進と活動の促進 

①環境教育の推進  

 学習指導要領に則した関係教科等での継続した環境教育や自然体験教室を実施するほか、エコク

ッキング＊の普及、食品ロス削減の普及啓発に努めるとともに、ＳＤＧｓを考慮した健康づくりに

関する取組を検討します。 

 環境保全活動に取り組む市民・事業者を環境人材バンクに登録し、環境に関する各種講座・体験

教室及び学校教育現場に派遣します。 

 

②人材育成 

 環境保全に関する交流の場を提供し、環境保全活動に興味を持つ市民や団体の支援や、子どもた

ちの環境保全活動の推進・支援に努めます。 

 地球温暖化対策に取り組む新たな担い手を育成するため、アース・キッズ事業を推進します。 

 

③環境情報の発信・活用 

 広報紙、ホームページなどの多様な広報媒体を活用して、環境関連情報の提供に努めます。この

ほか、環境月間における広報活動に取り組みます。 

 

  



64 

 

第５章 計画の推進 

第１節 計画の推進体制 

（１）計画の推進体制 

本計画を着実に実行するため、市民・事業者・行政が協働して取組を行います。 

また、本計画に基づく施策や取組の実施状況を環境審議会等で把握・評価し、今後の取組に活用し

ます。 

 

（２）（仮称）ゼロカーボンシティ推進協議会の設立 

脱炭素社会の実現に向け、広く産学官の力を結集させ、地域性と事業性とが両立したエネルギー自

立地域の形成が促進される事業の研究・展開の支援を目的としています。 

 

第２節 計画の推進主体と役割 

（１）市民・事業者（市民団体、ＮＰＯを含む） 

市民及び事業者は、環境への負荷を低減するとともに、自ら自発的かつ積極的に環境に関する行動

を実践することが求められます。 

また、市が実施する環境施策への協力、普及啓発への参加や、市と協働で事業を実施することなど

が期待されます。 

 

■市民の取組の例（市民会議より） 

・学校での農業体験や畑づくりを通して地産地消や食品ロスについて学ぶ。 

・家族で話し合うなど環境について考える機会をつくる。 

・家庭ごみ（特に生ごみ・プラスチックごみ）の削減に努める。 

・キエーロ（生ごみ処理容器）を使用してごみの削減に努める。 

・テレワークやオンライン会議、徒歩での移動など車に頼りすぎない。 

・地域や学校で実施する廃品回収に協力する。 

・家庭での緑化と適応策を兼ねてグリーンカーテンの設置に努める。 

 

■事業者の取組の例 

・店のプラスチック容器に代わる容器導入を促進する（マイ容器の持参呼びかけ・紙容器）。 

・事業者が環境問題に対して取り組んでいることを情報発信する。 

 

（２）行政 

■環境審議会 

島田市環境基本条例第 19条に基づき、市長が委嘱する委員 15人以内により組織されています。市

長の諮問に応じ、環境の保全・創造に関する事項について調査・審議します。 

 

■環境管理委員会・幹事会 

島田市環境基本条例第 20条第２項に基づき、庁内に設置する横断的な推進組織です。計画の進行管

理や効果的な取り組みの検討、複数の所管による関連事業の調整を行います。 
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■庁内各課 

市の施策に環境配慮を織り込み、率先して計画を推進するとともに、その進捗状況を把握し、環境

管理委員会及び幹事会に報告します。 

 

■事務局（環境課） 

各主体から市への環境に関する意見提出、問い合わせの窓口としての役割を果たすとともに、環境

審議会や環境管理委員会の事務・とりまとめなどを行います。 

また、今日の幅広い環境課題の解決には、広域的な取組とともに、専門的・技術的な知見が必要と

なることから、国・県や周辺市町などとの連携・協力に努めていきます。 

 

 

第３節 計画の進行管理 

（１）ＰＤＣＡサイクルを活用した進行管理 

本計画は、環境マネジメントシステムの手法により進行管理を行います。具体的には「計画（Plan）」

を立て、それを「実行（Do）」し、その達成度を「点検・評価（Check）」し、結果を基に「見直し（Action）」

を行う「ＰＤＣＡサイクル」を繰り返し行うことで取組の実効性を確保します。 

毎年度、施策の実施状況を点検・評価し、次年度の取組計画などへ反映しつつ、概ね５年を目処に

見直しを行い、社会経済及び環境の状況変化や計画の進捗状況並びに他の計画などとの整合を図りま

す。 

 

 

 

（２）環境報告書による進行管理の状況や評価の公表 

進行管理の状況は、環境基本条例第８条に規定された年次報告書として「島田市環境報告書」のと

りまとめを行い、ホームページを活用して公表します。 

また、公表した「島田市環境報告書」について広く意見を募集し、次年度以降の計画の推進に反映

させるとともに、次年度の「島田市環境報告書」に寄せられた意見とそれに対する市の回答を掲載し

ます。 

  

①計画(Plan) 

 

②実行(Do) 
 

各主体が個別に、 

 

③点検・評価(Check) 
 

数値目標による進捗状況の

把握、点検・評価 

 

継続的改善 概ね５年ごと 毎年度 

④見直し(Action) 
 

 
５年間の取り組みの

効果に基づく見直し 

次年度の取り組みの 

見直し 

環境基本計画 

の策定・改定 
取組計画の作成 
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資料編 

 資料１ 計画策定の経緯 

 資料２ 委員名簿 

 資料３ 諮問・答申 

 資料４ 島田市環境基本条例 
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 資料５ 本計画に記載された各施策の主な担当課 

 

施策 主な担当課 

１－１ エネルギー効率の向上 

家庭部門 環境課 

産業・業務部門 環境課 

運輸部門 環境課、生活安心課 

１－２ 再生可能エネルギーの導入・利用促進 

地域に裨益する（地域主導型・協働型）再生可能エネルギーの導入促進 環境課、資産活用課 

１－３ 総合的な取組 

吸収源対策 
農林整備課、都市政策

課、建設課 

環境配慮行動の促進 環境課 

連携・協働 環境課 

１－４ 気候変動適応 

農林業に関する適応策 農林整備課 

水環境・水資源、自然生態系、自然災害に関する適応策 
危機管理課、環境課、

農林整備課 

人の健康や生活に関する適応策 
危機管理課、環境課、

健康づくり課 

２－１ ごみ減量・資源化の推進 

ごみの分別、減量化の推進 環境課 

３Ｒの推進 環境課 

２－２ サーキュラーエコノミー・シェアリングエコノミーへの移行促進 

ごみの資源化 環境課 

シェアリングの推進 環境課 

資源循環の促進 環境課 

２－３ 廃棄物の適正処理 

ごみ処理施設の適正な運用 環境課 

ごみのないまちづくりの推進 環境課 

３－１ 自然環境の保全 

健全な水循環の確保 
戦略推進課、環境課、

都市政策課 

緑地の保全 建設課 

森林の保全・再生 農林整備課 

農地の保全 農業振興課 

３－２ 生物多様性の保全 

生物の保全・管理 都市政策課、環境課 
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自然とのふれあいの促進 
学校教育課、社会教育

課 

生態系の保全 
環境課、農業振興課、

建設課 

里地里山の保全 農林整備課、環境課 

水資源の保全 下水道課 

４－１ 生活環境の保全 

大気の保全 環境課 

良好な生活環境の確保 環境課 

４－２ ストックとしての価値の向上 

コンパクト・プラス・ネットワークなまちづくり 都市政策課 

ウォーカブルなまちづくり 都市政策課 

グリーンインフラやＥｃｏ-ＤＲＲの推進 建設課 

５－１ 環境に関わる学びの推進と活動の促進 

環境教育の推進 

環境課、健康づくり

課、学校教育課、社会

教育課 

人材育成 環境課 

環境情報の発信・活用 環境課 
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資料６ 適応策の検討資料 

（１）将来の気候・気象の変化 

 本市における将来の気候・気象の変化について、静岡県や静岡市を参考にみると、最も気候変

動が進んだ場合（RCP8.5シナリオ）、21世紀末（2076年～2095年）には現在（昭和 55（1980）

年～平成 11（1999）年）よりも年平均気温が約４℃高くなり、静岡市では猛暑日が約 30日増加

すると予測されています。 

また、静岡県では滝のように降る雨の発生は約２倍になる一方、降水の無い日が増加すると見

込まれています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：気象庁 

 

（２）適応策の対象分野・項目の選定  

本市の地域特性を考慮して気候変動への適応を進めていくに当たって、以下の２つの観点から、

今後重点的に取り組む分野・項目を選定しました。 

 

・国の適応計画で示される分野・項目（大項目・小項目）のうち、「重大性」が特に大きく、

「緊急性」及び「確信度」が高いと評価されたものの中から、本市に関係がない「高潮・高

波」を除いたもの。 

・本市の地域特性等から選定する分野・項目 

 

 選定結果は以下のとおりとなります。 

  

減
少 

増
加 
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注）重大性、緊急性、確信度の凡例は以下のとおり。 

・重大性 ◎：特に重大な影響が認められる ◇：影響が認められる  

-：現状では評価できない  

※RCP2.6 は厳しい温暖化対策をとった場合、RCP8.5 は厳しい温暖化対策を取らなかった場合 

・緊急性 ◎：高い △：中程度 □：低い -：現状では評価できない 

・確信度 ◎：高い △：中程度 □：低い -：現状では評価できない  

※国が設定している項目のうち、本市に関わる項目を取り上げて選定を行った。 

 

分野 大項目 小項目 
重大性 

(RCP2.6/8.5) 
緊急性 確信度 選定 

農業・林
業・水産
業 

農業 

水稲 ◎/◎ ◎ ◎ ○  

野菜等 ◇ ◎ △   

果樹 ◎/◎ ◎ ◎ ○  

麦、大豆、飼料作物等（茶） ◎ △ △ ○  

畜産 ◎ ◎ △ ○  

病害虫・雑草等 ◎ ◎ ◎ ○  

農業生産基盤 ◎ ◎ ◎ ○  

食糧需給 ◇ △ ◎   

林業 
木材生産（人工林等） ◎ ◎ △ ○  

特用林産物（きのこ類等） ◎ ◎ △ ○  

水環境・
水資源 

水環境 
湖沼・ダム湖 ◇/◎ △ △ ○  

河川 ◇ △ □ ○  

水資源 

水供給（地表水） ◎/◎ ◎ ◎ ○  

水供給（地下水） ◎ △ △ ○  

水需要 ◇ △ △ ○  

自然生態
系 

陸域生態
系 

自然林・二次林 ◇/◎ ◎ ◎ ○  

里地・里山生態系 ◇ ◎ □ ○  

人工林 ◎ ◎ △ ○  

野生鳥獣による影響 ◎ ◎ □ ○  

物質収支 ◎ △ △ ○  

淡 水 生 態
系 

湖沼 ◎ △ □ ○  

河川 ◎ △ □ ○  

湿原 ◎ △ □   

その他 

季節生物 ◇ ◎ ◎ ○  

分布・個体群の変動（在来種） ◎ ◎ ◎ ○  

分布・個体群の変動（外来種） ◎ ◎ △ ○  

生態系サ
ービス 

生態系サービス ◎ - -   

（流域の栄養塩・懸濁物質の保
持機能等） 

◎ △ □ 
  

（自然生態系と関連するレク
リエーション機能） 

◎ △ □ 
  

自 然 災
害・沿岸
域 

河川 
洪水 ◎/◎ ◎ ◎ ○  

内水 ◎ ◎ ◎ ○  

山地 土石流・地すべり等 ◎ ◎ ◎ ○  

その他 強風等 ◎ ◎ △ ○  

健康 

冬季の温
暖化 

冬季死亡率等 ◇ △ △ 
  

暑熱 
死亡リスク ◎ ◎ ◎ ○  

熱中症 ◎ ◎ ◎ ○  

感染症 

水系・食品媒介性感染症 ◇ △ △   

節足動物媒介感染症 ◎ ◎ △ ○  

その他の感染症 ◇ □ □   

その他 

温暖化と大気汚染の複合影響 ◇ △ △   

脆弱性が高い集団への影響(高
齢者・小児・基礎疾患有病者等) 

◎ ◎ △ ○  

その他の健康影響 ◇ △ △   
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分野 大項目 小項目 
重大性 

(RCP2.6/8.5) 
緊急性 確信度 選定 

産業・経
済活動 

製造業 
製造業 ◇ □ □   

（食品製造業） ◎ △ △   

エネルギ
ー 

エネルギー需給 ◇ □ △ 
  

商業 
商業 ◇ □ □   

（小売業） ◇ △ △   

金融・保険 金融・保険 ◎ △ △   

観光業 

レジャー ◇ △ ◎   

レジャー（自然資源を活用した
レジャー業及び関連するサー
ビス業） 

◎ △ ◎ ○  

建設業 建設業 ◎ ◎ □   

医療 医療 ◇ △ □   

国 民 生
活・都市
生活 

都 市 イ ン
フラ、ライ
フ ラ イ ン
等 

水道、交通等 ◎ ◎ ◎ ○  

文化・歴史
な ど を 感
じ る 暮 ら
し 

生物季節、伝統行事・地場産業
等（生物季節） 

◇ ◎ ◎ ○  

生物季節、伝統行事・地場産業
等（伝統、地場） 

- ◎ △ ○  

その他 暑熱による生活への影響等 ◎ ◎ ◎ ○  

 

 

（３）温暖化の影響予測  

 国内で既に現れている気候変動による影響には、水稲やみかんの品質低下、二ホンジカの生息

域拡大、大雨の発生日数の増加、熱中症患者の増加などがあげられます。 

 ここでは、国の「気候変動影響評価報告書」や、「静岡県の気候変動影響と適応取組方針」（令

和元（2019）年３月策定）を参考に、温暖化の影響予測を整理します。 

 

①これまでの影響と将来の影響 

 ※「影響の現状」と「将来予測される影響」は、県＞国の優先度で記載しています。 

分野 大項目 小項目 
影響の現状 

（国・県資料） 
将来予測される影響 

農業・林業・水産
業 

農業 

水稲 

白未熟粒・胴割粒発生、
一等米比率低下、異常高
温による不稔【県】 

一般的に３℃までの気温
上昇で収量増加、それ以
上で減収、一等米比率低
下【県】 

野菜等 

露地野菜は、生育や収量、
品質への影響など、花き
はカーネーションなどの
高温障害【県】 

露地野菜の収量、品質の
低下【県】 

果樹 
ウンシュウミカンは、着
色遅延、浮皮の発生、品
質低下、貯蔵性低下【県】 

ウンシュウミカンは、年
平均気温の変動よる栽培
適地の北上【県】 

麦、大豆、飼
料 作 物 等
（茶） 

茶は、夏季の異常高温・
少雨により、干ばつによ
る落葉・葉枯れ・枝枯れ
等の特異な現象が見ら
れ、翌年一番茶が減収し
た事例あり【県】 

茶は、夏季の干ばつが翌
年一番茶に及ぼす影響は
不明だが、気温上昇に伴
い、茶芽の生育、一番茶
の萌芽期・摘採期の早ま
りが予想される【県】 

畜産 
搾乳牛の乳量低下、肉牛・
豚の増体率低下、採卵鶏

搾乳牛の乳量低下と受胎
率低下、肥育豚、肉用鶏
の増体率が低下する地域
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分野 大項目 小項目 
影響の現状 

（国・県資料） 
将来予測される影響 

の産卵率低下、肉用鶏の
増体率低下など【国】 

拡大、低下の程度増加
【国】 

病害虫・雑
草等 

病害虫の構成変化【国】 病害虫の構成変化、北上・
拡大、発生世代数増加の
可能性【国】 

農業生産基
盤 

小雪化や融雪の早期化、
融雪流出量の減少【国】 

春季の渇水【国】 

食糧需給 

世界各地で暑熱と気温上
昇に伴う潜在蒸発散量の
増加により、特に低緯度
地域で収量が減少【国】 

世界全体では、コメ、小
麦、大豆、トウモロコシ
の収量の減少【国】 

林業 

木材生産 
（人工林等） 

全国的には、一部の地域
でスギの衰退現象、マツ
材線虫病による被害の北
限の拡大、人工林の風害
（それぞれ要検証）【国】 

スギ人工林の脆弱性の増
加や炭素蓄積量及び炭素
吸収量の低下、マツ材線
虫病発生危険域の拡大、
風害【国】 

特用林産物
（きのこ類
等） 

夏季の高温によりシイタ
ケの菌糸体の成長が低下
【県】 

病害虫の発生、シイタ 
ケの子実体(きのこ)の 
発生量減少【国】 

水環境・水資源 

水環境 

湖沼・ダム
湖 

水質の変化、アオコ発生
の増加【国】 

水温上昇や栄養塩類の流
出特性の変化に伴う富栄
養ダム湖の増加、無機態
窒素・藻類増殖量の増加、
有機汚濁負荷量（ＢＯＤ、
ＳＳ）の増加【国・県】 

河川 

水資源 

水供給（地
表水） 

大井川の渇水傾向【県】 融雪期の河川水量の変
動、年降水量の変動幅増
大と渇水の発生、無降雨
の継続【県】 

水供給（地
下水） 

水需要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自然生態系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

陸域生
態系 

自然林・二
次林 

落葉から常緑へ転換【県】 ブナの衰退、アカシデ、
イヌシデの分布縮小【国】 

里地・里山
生態系 

マダケ・モウソウチクの
分布上限及び北限付近の
分布拡大【国】 

人工林 
一部の地域でスギ林の減
退【国】 

スギ人工林の脆弱性の増
加【国】 

野生鳥獣に
よる影響 

イノシシなどによる農作
物の食害・茶園の踏み荒
らし、シカ林業被害など
により洪水や渇水、土砂
災害の危険性の増加が懸
念【県】 

被害の増加【国】 

物質収支 

森林における土壌は、
1980 年から 2009 年にか
けてＣＯ２・Ｎ２Ｏ排出、
ＣＨ４吸収の増加【国】 

地温の上昇に伴う土壌呼
吸の上昇（土壌微生物等
の気候への順化により上
昇の程度が減少する知見
もある）【国】 

淡水生
態系 

湖沼 

1900 年代から 2000 年代
にかけて、全国の湖沼に
おける水草の種構成が変
化【国】 

水温上昇により、植物プ
ランクトンの増加と、そ
れに伴う水質悪化、水生
植物の成長への悪影響
【国】 

河川 

魚類の繁殖時期の早期
化・長期化や暖温帯性・
熱帯性の水生生物の分布
北上等、気候変動に伴う

降雨の時空間分布の変化
に起因する大規模な洪水
の頻度増加による、濁度
成分の河床環境への影
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分野 大項目 小項目 
影響の現状 

（国・県資料） 
将来予測される影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自然生態系 

水温等の変化に起因する
可能性【国】 

響、及びそれに伴う魚類、
底生動物、付着藻類等へ
の影響【国】 

湿原 

一部の湿原で、湿度低下
や蒸発散量の増加、積雪
深の減少等が乾燥化をも
たらした可能性【国】 

降水量の変化や地下水位
の低下による雨水滋養型
の高層湿原における植物
群落への影響、低層湿原
における湿地性草本群落
から木本群落への遷移、
蒸発散量の更なる増加
【国】 

その他 

生物季節 

植物の開花の早まりや動
物の初鳴きの早まりな
ど、動植物の生物季節の
変動について多数の報告
が確認されている。【国】 

ソメイヨシノの開花日の
早期化、落葉広葉樹の着
葉期の長期化、紅葉開始
日の変化や色づきの悪化
など、様々な種への影響
【国】 

分布・個体
群 の 変 動
（在来種） 

ナガサキアゲハの分布拡
大【県】 

分布域の変化などによる
種の絶滅の可能性【国】 

分布・個体
群 の 変 動
（外来種） 

ヤンバルトサカヤスデの
分布拡大、外来種の定着・
確認【県】 

侵略的外来生物の侵入・
定着確率の増大【国】 

生態系
サービ
ス 

（流域の栄
養塩・懸濁
物質の保持
機能等） 

全球的には、気候変動に
よる生態系を構成する生
物種の種構成や生物季
節、種間の相互作用の変
化が生態系の構造や機能
に影響を与え、結果とし
て既に生態系サービスへ
の影響が生じている【国】 

生態系サービスへの負の
影響が予測されている
【国】 

（自然生態
系と関連す
るレクリエ
ーション機
能） 

自然災害・沿岸域 

河川 
洪水 

局地的豪雨・洪水による
災害の発生リスク増加
【県】 

大雨などによる災害リス
ク増加、強い台風の発生
割合・台風に伴う降水の
増加【県】 

内水 
局地的豪雨による浸水被
害発生【県】 

山地 
土石流・地
すべり等 

集中豪雨発生件数の増加
による土砂災害の発生
【県】 

気候変動に伴う局地的豪
雨などにより土砂災害が
頻発、激甚化【県】 

その他 強風等 

台風の最大強度の空間位
置の変化や進行方向の変
化、竜巻による被害とし
て木造建築物が多く破
損、急速に発達する低気
圧１個あたりの強度が増
加傾向【国】 

強い台風の増加、３～５
月を中心に竜巻の発生頻
度の増加【国】 

健康 

冬季の
温暖化 

冬季死亡率
等 

冬季の気温の上昇に伴い
冬季死亡率が低下してい
るという具体的な研究事
例は現時点では確認でき 
ていない【国】 

全死亡（非事故）に占め
る低温関連死亡の割合の
減少【国】 

暑熱 死亡リスク 

熱ストレス超過死亡者数
（直接・間接を問わずあ
る疾患により総死亡がど
の程度増加したかを示す
指標）の増加【国】 

死亡率や罹患率に関係す
る熱ストレス超過死亡者
数の増加【国】 
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分野 大項目 小項目 
影響の現状 

（国・県資料） 
将来予測される影響 

熱中症 
熱中症搬送者数の増加
【国】 

熱中症患者発生率の増加
【国】 

感染症 

水系・食品
媒介性感染
症 

海水表面温度の上昇によ
り、夏季に海産魚介類に
付着する腸炎ビブリオ菌
数が増加する傾向【国】 
外気温と感染性胃腸炎の
リスクの間に相関性があ
り、外気温上昇により、
ロタウイルス流行時期が
日本各地で長期化【国】 
外気温が低下すると、急
性下痢発生率が増加【国】 

水系感染症の発生数の増
加【国】 

節足動物媒
介感染症 

デング熱・ジカウイルス
感染症を媒介するヒトス
ジシマカの分布域拡大
【国】 

ヒトスジシマカの分布可
能域の拡大（ただし、直
ちに疾患の発生数の拡大
につながるわけではな
い）【国】 

その他の感
染症 

インフルエンザや手足口
病、水痘、結核といった
感染症の発生の季節性の
変化や、発生と気象条件
（気温・湿度・降水量な
ど）との関連（社会的要
因、生物的要因の影響が
大きい点に留意）【国】 

様々な感染症類の季節性
の変化や発生リスクの変
化【国】 

その他 

温暖化と大
気汚染の複
合影響 

気温上昇による生成反応
の促進その他のメカニズ
ムにより、粒子状物質を
含む様々な汚染物質の濃
度の変化【国】 
光化学オキシダント（Ｏ
x）及びその大半を占める
オゾン（Ｏ３の濃度の経年
的増加【国】 
温暖化に伴うＯ３濃度上
昇は、Ｏ３関連死亡（全死
亡・心血管疾患死亡・呼
吸器疾患死亡）を増加さ
せる可能性【国】 

オキシダント濃度が上昇
し、健康被害が増加する
可能性【国】 
2020 年代までにオゾン・
ＰＭ2.5 による早期死亡
者数が増加する予測【国】 

脆弱性が高
い集団への
影響 (高齢
者・小児・基
礎疾患有病
者等) 

暑熱による高齢者の日射
病・熱中症のリスクが高
く、発症すれば重症化し
やすい【国】 
呼吸器疾患を持つ高齢患
者にとっては、睡眠時の
暑熱環境が呼吸困難感と
身体の調子の低下に影響
【国】 
低温に伴う影響として、
高齢者、高血糖症患者の
脆弱性が高く、循環器病
死亡を発生させるリスク
が高い【国】 

暑熱により高齢者の死亡
者数の増加【国】 

その他の健
康影響 

気温上昇による睡眠の質
の低下・だるさ・疲労感・ 
熱っぽさなどの健康影響
の発生・増加【国】 

暑熱により、だるさや疲
労感、寝苦しさに影響
【国】 
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分野 大項目 小項目 
影響の現状 

（国・県資料） 
将来予測される影響 

高温・低温と心血管疾患
や呼吸器疾患の発症・救
急搬送との関係を指摘す
る報告がある【国】 

過去の統計データに基づ
いた研究では、気温上昇
に伴い、殺人・暴行・窃
盗などと自殺件数が増加
すると推測【国】 

産業・経済活動 

製造業 食品製造業 
水害による被害【国】 水害等のリスクのほか、

ビジネス機会として認識
している企業がある【国】 

エネル
ギー 

エネルギー
需給 

猛暑により事前の想定を上回
る電力需要を記録【国】 

冷房ピーク負荷の増加、
暖房ピークの減少【県】 

商業 小売業 

飲料やエアコンの販売数
への影響【国】 
季節商品の需給予測が困
難、大雨や台風により百
貨店やスーパーなどの売
上の増減や臨時休業が起
きる事例【国】 

※研究事例が乏しく、影
響の評価が困難【国】 

金融・
保険 

金融・保険 
自然災害に伴う保険損害
の増加【国】 

自然災害に伴う保険損害
の増加【国】 

観光業 

レジャー（自
然資源を活用
したレジャー
業及び関連す
る サ ー ビ ス
業） 

風水害による旅行者への
影響【国】 

風水害による旅行者への
影響【国】 

建設業 － 

夏季の気温上昇により暑
中コンクリート工事の適
用期間が長期化【国】 
建設現場における熱中症
災害の発生率が増加【国】 

気候変動に適応した建築
計画・都市計画の在り方
の議論の進展【国】 

医療 － 

断水や濁水による人工透
析への影響、気温と救急
搬送量との関係【国】 
熱帯あるいは亜熱帯地域
に存在する病原細菌への
国内での感染【国】 
医療機関において洪水に
よる浸水被害の発生【国】 

※具体的な研究事例が確
認できていない【国】 

国民生活・都市生
活 

都 市 イ ン
フラ、ライ
フ ラ イ ン
等 

水道、交通
等 

短時間強雨や渇水の増
加、強い台風の増加によ
るインフラ・ライフライ
ンなどへの影響【国】 

短時間強雨や渇水の増
加、強い台風の増加によ
るインフラ・ライフライ
ンなどへの影響【国】 

文化・
歴史な
どを感
じる暮
らし 

生物季節、
伝統行事・
地場産業等
（ 生 物 季
節） 

サクラについては、ヒー
トアイランド現象＊と相
まって、郊外に比べて、
都市部で開花や花芽の成
長速度が速まっている
【国】 

今世紀中頃及び今世紀末
には、気温の上昇により
開花から満開までに必要
な日数は短くなる可能性
が高い【国】 

生物季節、
伝統行事・
地場産業等
（伝統、地
場） 

サクラの開花の早期化に
よる祭行事への影響【国】 
酒米品種の検査等級・制
精玄米歩合の低下等地場
産業への影響【国】 

花見ができる日の減少、
サクラを観光資源とする
地域への影響【国】 

その他 
暑熱による
生活への影
響等 

ヒートアイランドの進行
と合わせ、熱中症リスク
の増加【国】 

ヒートアイランドの進行
と合わせ、熱中症リスク
の増加【国】 
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 資料７ 用語集 

【あ行】 

アース・キッズ事業 

 市・静岡県・静岡県地球温暖化防止活動推進

センターの３者が連携・協力して実施しており、

小学校高学年を対象として、総合学習の授業内

容との連携を図りながら、家庭で地球温暖化防

止に取り組むプログラム。 

 

愛知目標 

 「2050年までに、生物多様性が評価され、保

全され、回復され、そして賢明に利用され、そ

のことによって生態系サービスが保持され、健

全な地球が維持され、全ての人々に不可欠な恩

恵が与えられる」世界の実現を長期目標と、「生

物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急

な行動を実施する」短期目標から成る。 

 

硫黄酸化物（ＳＯｘ） 

 硫黄の酸化物の総称で、石油や石炭などの硫

黄分が含まれる化石燃料が燃焼する際に発生す

る大気汚染物質。また、大気中で硫酸に変化し、

酸性雨の原因の一つになる。 

 

ウォーカブルなまちづくり 

 車中心から人中心の空間へと転換を図り、ま

ちなかの歩いて移動できる範囲において、滞在

の快適性の向上を目的とした、居心地が良く歩

きたくなる空間づくり。 

 

エコアクション 21（ＥＡ21） 

 中小事業者の環境への取組を推進するととも

に、その取組を効果的・効率的に実施するため、

中小事業者でも容易に取り組めるようにした環

境マネジメントシステム。環境省が策定し、現

在は一般財団法人持続性推進機構が平成 16 年

10 月からスタートした「エコアクション２１認

証・登録制度」を実施。 

 

 

エコクッキング 

 調理の工夫や食材を無駄なく使う方法など、

エネルギーを上手に使い、食品ロスを減らせる

ような地球にも人にも優しい料理方法。 

 

エコドライブ 

 「環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用」

のことで、やさしい発進を心がけ、無駄なアイ

ドリングを止めるなど、燃料の節約に努め、地

球温暖化に大きな影響を与えるＣＯ２の排出量

を減らす運転のこと。 

 

 

【か行】 

カーシェアリング 

 予め登録した会員だけが利用できる自動車を

貸し出しするシステムで、主に、短時間の利用

を目的としている。また、車を財産として所有

するのではなく経費としてとらえることによっ

て、公共交通手段等とのコスト比較意識が働き、

過剰な自動車の利用を抑制する働きがあるとい

われている。 

 

家庭版環境マネジメント事業 

 ISO14001 やエコアクション 21 などの環境マ

ネジメントシステムの考え方を取り入れながら、

家庭で環境にやさしい生活に取り組む事業。 

 

環境保全型農地 

 農薬や化学肥料などの使用量の削減、有機物

を積極的に利用した土づくりなどの実施により、

環境に与える負荷をより少なくし、持続可能な

生産を目指した農業。 

 

グリーンインフラ 

社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト

両面において、自然環境が有する多様な機能を

活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域

づくりを進める取組。 
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グリーンカーテン 

 屋外で育てた植物の葉で日差しを遮ることで、

室温の上昇を抑え、冷房に使う電気を節約して

ＣＯ２の排出を減らそうとする地球温暖化防止

につながる取組。 

 

グリーン購入 

 商品やサービスを購入する際に必要性をよく

考え、価格や品質だけでなく、環境に与える影

響ができるだけ小さいものを選んで優先的に購

入すること。 

 

コジェネレーションシステム 

 ひとつの燃料源から二つ以上のエネルギーを

同時に得る方法。従来の電力のみを発生させて

いる発電設備の場合、駆動機（エンジン、ター

ビン）などから出る排出ガスや冷却水はそのま

ま捨てられていたが、コジェネレーションシス

テムでは、発電機で電力を供給し、かつ、駆動

機からの排出ガスや冷却水などの排熱を回収し、

冷暖房、給湯に有効利用（熱併給発電）する。 

 

コミュニティプラント 

 地方自治体や民間事業者の開発行為による住

宅団地などで、し尿や生活排水を合わせて処理

する施設。多くの場合、下水道が普及していな

い地区の団地で下水道の代替施設となる。 

 

コンパクト・プラス・ネットワーク 

 都市全体の構造を見渡しながら、住宅及び医

療・福祉・商業その他の居住に関連する施設の

誘導と、それと連携した地域公共交通ネットワ

ークの再編を行うまちづくり。 

 

 

【さ行】 

再生可能エネルギー 

 エネルギー源として永続的に利用することが

できる再生可能エネルギー源を利用することに

より生じるエネルギーの総称。具体的には、太

陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマス

などをエネルギー源として利用すること。 

 

サテライトオフィス 

 企業、または団体の本拠から離れた所に設置

されたオフィス。 

 

しまだエコ活動 

 定義として、「島田市環境基本計画に規定する

市の施策、市民の取組、事業者の取組に関する

環境保全活動」及び「市民及び事業者が市内で

行う環境保全活動」となっている。 

 

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19） 

 コロナウイルスのひとつで、世界的な感染拡

大により、各国ではロックダウン措置が行われ

るなどの措置が行われ、国内でも緊急事態宣言

が出され、生活や事業活動のスタイルが一変し

た。 

 

スマート林業 

地理空間情報やＩＣＴ（情報通信技術）、ロボ

ット等の先端技術を活用し、森林施業の効率化・

省力化や需要に応じた木材生産を可能とする林

業。 

 

スラグ（溶融スラグ） 

 ごみを焼却炉で燃焼した後に残った焼却灰を、

さらに加熱・溶融したものを冷却・固化してで

きるガラス状の物質。 

 

生活用品活用バンク 

 資源の有効利用のため、家庭でまだ使えるの

に不用となった生活用品を登録し、必要とする

人に紹介する事業。 

 

セクターカップリング 

 電力部門を交通部門や産業部門、熱部門など

他の消費分野と連携させること。社会全体の脱

炭素化を進める社会インフラ改革の構想。 
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ゼロカーボンドライブ 

 太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使

って発電した電力（再エネ電力）と電気自動車

(ＥＶ)、プラグインハイブリッド車(ＰＨＥＶ)、

燃料電池自動車(ＦＣＶ)を活用した、走行時の

ＣＯ２排出量がゼロのドライブ。 

 

線状降水帯 

次々と発生する発達した雨雲（積乱雲）が列

をなした、組織化した積乱雲群によって、数時

間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞す

ることで作り出される、線状に伸びる長さ 50～

300km程度、幅 20～50km程度の強い降水をとも

なう雨域。 

 

 

【た行】 

ダイオキシン類 

 ごみの焼却や化学物質の合成過程などで生成

される化学物質であり、自然分解されにくく、

大気環境・水環境・土壌環境などに蓄積してい

くことと、人の体内に多量に蓄積した場合、甲

状腺機能の低下などその毒性が問題となってい

ます。特に、脂肪に蓄積されやすく、人の場合

は体内から分解、排出されて半減するまでに７

年程度かかると言われている。 

 

多自然川づくり 

 河川等の土木工事において、自然環境の保全・

復元を目指した整備手法のこと。 

 

地球温暖化係数（ＧＷＰ） 

 ＣＯ２を基準にして、ほかの温室効果ガスが

どれだけ温暖化する能力があるか表した数字。

単位質量(例えば 1kg)の温室効果ガスが大気中

に放出されたときに、一定時間内(例えば 100

年)に地球に与える放射エネルギーの積算値(温

暖化への影響)を、ＣＯ２に対する比率として見

積もったもの。 

 

窒素酸化物（ＮＯｘ） 

 発電所や工場のボイラー、自動車エンジンな

どの高温燃焼の際に、空気中の窒素が酸素と結

合して一酸化窒素（NO）が発生し、これがまた

酸化されて安定した二酸化窒素（NO2）となり大

気中に排出される。通常、一酸化窒素と二酸化

窒素を合わせて窒素酸化物（NOx）と呼ぶ。窒素

酸化物は紫外線により光化学反応を起こし、オ

ゾンなどの光化学オキシダントの原因となる物

質を生成する。また、窒素酸化物は硫黄酸化物

とともに酸性雨の原因ともなる。 

 

テレワーク 

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した時間や場

所を有効に活用できる柔軟な働き方のことで、

Tel（離れて）と Work（仕事）を組み合わせた造

語。 

 

特定外来生物 

外来生物のうち、特に生態系などへの被害が

認められるものとして、外来生物法によって規

定された種をいう。特定外来生物にしてされる

と、ペットも含めて飼育、栽培、保管又は運搬、

譲渡、輸入、野外への放出などが禁止される。

植物ではアレチウリ、オオキンケイギク、オオ

ハンゴウソウなど、動物ではアライグマ、タイ

ワンリス、ウシガエル、カミツキガメ、ソウシ

チョウ、オオクチバス、ブルーギル、セアカゴ 

ケグモなどがある。 

 

 

【な行】 

認定農業者 

意欲と能力のある農業者が自らの経営を計画

的に改善するため、「農業経営改善計画」を作成

し、市町村が認定する制度。認定農業者は、国

や県、市町村等からさまざまな支援が受けられ

る。 
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ノーカーデー 

事業所や行政単位で、日を決めて自動車の利

用を控える運動。渋滞緩和、省エネルギー、大

気汚染・騒音の抑止といった効果のほか、環境

に対する啓発として取り組まれている。 

 

 

【は行】 

パーク＆ライド 

 自動車を郊外の公共交通機関乗降所にもうけ

た駐車場に停車させ、そこから鉄道や路線バス

などの公共交通機関に乗り換えて目的地に行く

方法。 

 

バーチャル・パワー・プラント（ＶＰＰ） 

電気小売事業者が需要家側の「創エネ」「省エ

ネ」「蓄エネ」のエネルギリソース（屋根上太陽

光発電、空調機器、蓄電池、電気自動車等）を、

ＩｏＴを活用して遠隔から統合・最適制御する

ことで、あたかもひとつの発電所のように機能

させること。 

 

バイオ燃料 

 植物資源などのバイオマスを加工して作る燃

料。木くずや廃材、トウモロコシ、サトウキビ・

ビートの絞りかす（バガス）などを発酵させて

作るエタノール（エチルアルコール）、家畜のし

尿などを発酵させてできるメタンなど。 

 

バイオマス 

 エネルギー資源として利用できる生物体（植

物、動物等）のこと。バイオマスのエネルギー

利用としては、燃焼して発電を行うほか、アル

コール発酵、メタン発酵などによる燃料化や、

ユーカリなどの炭化水素を含む植物から石油成

分を抽出する方法などがある。ごみや下水汚泥

などの廃棄物に含まれている有機分の利用も研

究されており、廃棄物処理と石油代替エネルギ

ーの両方に役立つ。 

 

ハイブリッド車 

２種類以上のパワーユニットを持つ自動車の

通称。ガソリンを燃焼して動くガソリンエンジ

ンと、バッテリーの電力で動く電気モーターの

２種類を搭載している車両など。 

 

バックキャスティング 

 目標から逆算して現状からの計画を策定する

こと。 

 

ヒートアイランド現象 

 郊外と比べて都市部の気温が高くなり、等温

線を描くとあたかも都市を中心とした「島」が

あるように見えることをいう。都市部でのエネ

ルギー消費に伴う熱の大量発生と、都市の地面

の大部分がコンクリートやアスファルトなどに

覆われて乾燥化した結果、夜間気温が下がらな

い事により発生する。 

 

裨益 

 助けとなり、役立つこと。 

 

非メタン炭化水素 

 メタン以外の大気中の水素・炭素化合物の総

称。空気中で反応性が高く、光化学オキシダン

トの原因物質となる。 

 

微粒子状物質（ＰＭ2.5） 

大気中に浮遊する粒径 2.5µm（マイクロメー

トル：µm＝1000分の 1mm）以下の小さなものを

指し、ボイラーや自動車の排気ガス等から発生

し、健康への影響が懸念されている。 

 

フードバンク 

 安全に食べられるのに包装の破損や過剰在庫、

印字ミスなどの理由で、流通に出すことができ

ない食品を企業などから寄贈していただき、必

要としている施設や団体、困窮世帯に無償で提

供する活動。 
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プラグインハイブリッド車 

 モーターとエンジンを搭載し、両方の動力を

切り替えつつ、外部からの充電もできる環境性

能車。 

 

浮遊粒子状物質 

 大気中に浮遊する物質のうち、粒径が 10ミク

ロン以下の粒子の総称。首都圏においてディー

ゼル車からの黒煙が主な排出源となっている。

呼吸器官壁に沈着することにより他の大気汚染

物質の有害作用を強める。アレルギーを引き起

こしやすくするほか、発ガン性物質も含まれて

いる。 

 

導入ポテンシャル（再生可能エネルギー） 

 現在の技術水準で利用可能な設置面積、平均

風速、河川流量等から理論的に算出されるエネ

ルギー量から、自然要因（標高、傾斜等）、法規

制（自然公園（特別保護地区、第 1 種特別地域

等）、保安林等）の開発不可地を除いて算出した

エネルギー量。 

 

 

【ま行】 

マイグッズ運動 

 マイバッグ、マイボトル、マイカップ、マイ

箸を持つことで、ごみの発生の抑制を図る運動。 

 

マテリアルリサイクル 

 マテリアル（物）からマテリアル（物）への

リサイクル（再利用）。例えば、ペットボトルか

らペットボトルへのリサイクルなど。 

 

モーダルシフト 

 トラック等の自動車で行われている貨物輸送

から、環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用への

転換。 

 

 

 

猛禽類 

 獲物を捕らえるために、その体を進化させた

鳥の仲間で、狩りをするために、よく見える目

と、鋭い爪とくちばし、強くて丈夫な脚を持っ

ている。タカとフクロウの仲間に分けられ、タ

カの仲間は主に昼に行動し、フクロウの仲間は

主に夜に行動する。 

 

モニタリング調査 

 自然の変化を記録する調査。 

 

 

【ら行】 

リバーフレンドシップ 

 河川美化活動を行政機関が支援する制度で、

静岡県の「協働」事業の一環として、平成 16年

２月から施行されている。県が管理する一定区

間において、住民や利用者などがリバーフレン

ドとなり、「みんなの川」を「みんなで守ってい

く」意識向上や、身近な環境保護に関する意識

啓発に繋げていくことを目的としている。 

 

 

【英数字】 

ＢＥＣＣＳ 

「 Bioenergy with Carbon Capture and 

Storage」の略称。エネルギー利用のためバイオ

マスを燃焼させたとき、ＣＯ２は排出されるが、

バイオマスのライフサイクル全体での排出量は

変わらないため、ＣＯ２排出量としてカウント

しない約束になっている（カーボンニュートラ

ル）。このバイオマス燃焼時のＣＯ２を回収・運

搬し、地中に貯留すれば、大気中のＣＯ２は純減

となる。 

 

ＢＯＤ 

 「Biochemical Oxygen Demand（生物化学的酸

素要求量）」の略称。生物が水中にある有機物を

分解するのに必要とする酸素の量（mg/l）を表

す。河川の汚染度が進むほど、この値は高くな
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る。 

 

ＣＣＵＳ 

「Carbon dioxide Capture, Utilization and 

Storage」の略称。産業活動から排出される高濃

度のＣＯ２を固定化し、または有効に利用する

技術。 

 

ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ 

 脱炭素社会づくりに貢献する「製品への買換

え」、「サービスの利用」、「ライフスタイルの選

択」など地球温暖化対策に資するあらゆる「賢

い選択」を促す国民運動。 

 

ＤＡＣＳ 

 「Direct Air Capture and Storage(直接空気

回収・貯留)」の略称。大気中からＣＯ２を回収・

貯留する技術。 

 

Ｅｃｏ-ＤＲＲ 

 「Ecosystem-based Disaster Risk Reduction

（生態系を活用した防災・減災）」の略称。生態

系と生態系サービスを維持することで危険な自

然現象に対する緩衝帯・緩衝材として用いると

ともに、食糧や水の供給などの機能により、人

間や地域社会の自然災害への対応を支える対策。 

 

ＭａａＳ 

 「Mobility as a Service」の略称。地域住民

や旅行者一人一人の移動ニーズに対応して、複

数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適

に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行

うサービスであり、観光や医療等の目的地にお

ける交通以外のサービス等との連携により、移

動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重

要な手段となる。 

 

ＰＰＡ 

 「Power Purchase Agreement（電力購入契約）」

の略称。設備設置事業者が施設に太陽光発電シ

ステムを設置し、施設側は設置された設備で発

電した電気を購入する契約のこと。施設側は設

備を所有しないため、初期費用の負担や設備の

維持管理をすることなく、再生可能エネルギー

の電気を使用することができる。 

 

 

ＺＥＢ 

 「Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・

エネルギー・ビル）」の略称であり、快適な室内

環境を実現しながら、高断熱化・日射遮蔽、自

然エネルギー利用、高効率設備により、できる

限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によ

りエネルギーを創ることで、物建物で消費する

年間のエネルギーの収支をゼロにすることを目

指した建物のこと。 

 

ＺＥＨ 

「Net Zero Energy House（ネット・ゼロエネ

ルギー・ハウス）」の略称であり、外皮の断熱性

能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設

備システムの導入により、室内環境の質を維持

しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再

生可能エネルギーを導入することにより、年間

の一次エネルギー消費量の収支をゼロとするこ

とを目指した住宅のこと。 

 

３Ｒ 

 「Reduce（買う量、使う量を減らしてごみに

なるものをなるべく減らす）」「Reuse（出す前に

再使用の方法を考える）」「Recycle（再資源化に

協力する）」の３つを意味する。 

 


